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大蔵省主税局の人事と組織

　

本
稿
は
、
戦
前
期
に
お
け
る
大
蔵
省
主
税
局
―
税
務
系
部
局
の
人
事
体
系
を
分
析
し
、
そ
の
組
織
的
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

大
日
本
帝
国
憲
法
下
の
分
立
的
な
統
治
構
造
に
お
い
て
、
大
蔵
省
は
「
政
府
ノ
財
務
ヲ
総
轄
」
す
る
と
規
定
さ
れ
、
財
政
を
通
じ
て
機
構
全
体
の
統
合
を
担

う
バ
ラ
ン
サ
ー
の
位
置
に
あ
っ
た
。
大
蔵
省
の
組
織
的
特
質
に
つ
い
て
は
、「
行
政
技
術
者
的
性
格
」
が
強
く
「
政
治
的
手
腕
に
欠
け
る
」
こ
と
、
同
一
部
局
で

の
長
期
の
職
務
を
通
じ
て
「
高
い
職
務
能
力
」
を
獲
得
す
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
大
蔵
省
の
人
事
体
系
や
組
織
構
造
の
検
討
は
十
分
に

さ
れ
て
い
な
い
。

　

本
稿
で
は
戦
前
期
大
蔵
省
の
主
要
三
部
局
（
主
計
局
・
主
税
局
・
理
財
局
）
の
う
ち
、
主
税
局
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
。
主
税
局
は
「
歳
入
官
庁
」
と
し
て

統
治
機
構
に
お
け
る
大
蔵
省
の
性
格
を
規
定
す
る
重
要
な
部
局
で
あ
る
。
ま
た
、
人
事
の
分
析
に
は
行
政
学
の
方
法
で
あ
る
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
を
用
い
る
。

　

検
討
の
結
果
、
主
税
局
―
税
務
系
部
局
に
お
け
る
税
務
に
特
化
し
た
人
事
体
系
や
、
内
国
税
と
関
税
に
専
門
分
化
し
た
組
織
構
造
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
大

蔵
省
で
は
人
事
体
系
の
分
立
性
・
専
門
分
化
を
前
提
と
し
て
、「
適
材
選
定
」
を
重
視
し
た
人
事
慣
行
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
政
策
領
域
を
重
視
・
尊
重
し
た
人

事
体
系
が
「
行
政
技
術
者
的
性
格
」
が
強
い
と
い
う
組
織
的
特
質
を
作
り
出
し
、
再
生
産
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
…
…�

大
蔵
省　

主
税
局　

キ
ャ
リ
ア
パ
ス　

税
務　

内
国
税　

関
税

要
旨

は
じ
め
に

第
一
章　

大
蔵
省
に
お
け
る
主
税
局

第
二
章　

主
税
局
長
―
地
方
税
務
部
局
長
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

第
三
章　

主
税
局
の
人
事
体
系
と
大
蔵
省

お
わ
り
に

篠
　
原
　
大
　
輝

　
　
　
　
大
蔵
省
主
税
局
の
人
事
と
組
織

【
論
文
】
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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
戦
前
期
に
お
け
る
大
蔵
省
主
税
局
―
税
務
系
部
局
の
人
事
体

系
を
分
析
し
、
そ
の
組
織
的
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

周
知
の
通
り
、
大
日
本
帝
国
憲
法
は
分
立
的
な
統
治
構
造
を
特
徴
と
し

て
お
り
、
多
元
的
な
政
治
主
体
の
統
合
・
協
調
が
課
題
で
あ
っ
た
。
特
に

行
政
機
構
に
お
い
て
は
、
各
省
大
臣
の
要
求
を
集
約
し
、
予
算
と
し
て
編

成
す
る
こ
と
自
体
が
「
多
大
な
労
力
を
要
す
る
作
業
」
で
あ
っ
た（

1
（

。
こ
の

「
作
業
」
を
中
心
と
な
っ
て
担
っ
た
の
が
、
大
蔵
省
で
あ
る
。

　

大
蔵
省
は
、「
政
府
ノ
財
務
ヲ
総
轄
」
す
る
と
規
定
さ
れ（

2
（

、「
国
全
体
の

予
算
、
国
庫
の
収
入
と
支
出
の
こ
と
一
切
を
管
掌
」
し
た（

3
（

。
大
蔵
省
は
各

省
に
並
列
す
る
一
省
で
あ
り
な
が
ら
、
財
政
を
通
じ
て
機
構
全
体
の
統
合

を
担
う
、
バ
ラ
ン
サ
ー
の
位
置
に
あ
っ
た
と
い
え
る（

4
（

。

　

戦
前
期
大
蔵
省
の
組
織
的
特
質
に
つ
い
て
は
、い
く
つ
か
研
究
が
あ
る
。

山
村
勝
郎
氏
は
大
蔵
省
・
大
蔵
官
僚
に
つ
い
て
、「
行
政
技
術
者
的
性
格
」

が
強
く
「
政
治
的
手
腕
に
欠
け
る
」
と
指
摘
し
た（

5
（

。
迎
由
理
雄
氏
は
大
蔵

官
僚
が
「
同
一
部
局
内
で
の
長
期
に
わ
た
る
職
務
」
を
通
じ
「
高
い
職
務

能
力
」
を
身
に
着
け
る
こ
と
を
論
じ
、
様
々
な
職
務
を
横
断
的
に
経
験
す

る
「
ゼ
ネ
ラ
リ
ス
ト
が
優
位
」
な
日
本
官
僚
制
に
お
け
る
大
蔵
省
の
特
質

を
指
摘
し
た（

6
（

。
迎
氏
の
研
究
は
、
山
村
氏
が
指
摘
し
た
「
行
政
技
術
者
的

性
格
」
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
と
い
え
よ

う
。
し
か
し
、
大
蔵
省
の
人
事
体
系
や
組
織
構
造
の
検
討
は
十
分
に
さ
れ

て
い
な
い
。
組
織
的
特
質
を
内
在
的
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
組
織
構
造

や
そ
れ
を
規
定
す
る
人
事
体
系
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

後
述
す
る
よ
う
に
、
戦
前
期
の
大
蔵
省
に
お
け
る
主
要
部
局
は
予
算
を

主
管
す
る
主
計
局
、
税
務
を
主
管
す
る
主
税
局
、
金
融
を
主
管
す
る
理
財

局
の
三
局
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
特
に
主
税
局
に
着
目
す
る（

（
（

。

　

大
蔵
省
に
お
け
る
主
税
局
の
重
要
性
は
、
戦
後
期
大
蔵
省
・
財
務
省
に

関
す
る
研
究
で
言
及
さ
れ
て
き
た
。
伊
藤
大
八
氏
は
「
歳
入
官
庁
で
あ
る

主
税
局
」
が
大
蔵
省
の
一
部
局
で
あ
る
こ
と
が
、
歳
入
情
報
の
独
占
を
可

能
に
し
、
予
算
編
成
に
お
け
る
優
位
を
保
障
す
る
と
し
た（

（
（

。
一
方
で
、「
収

入
面
を
考
慮
す
る
必
要
」
が
あ
る
こ
と
が
、
財
務
省
の
弱
み
と
な
る
と
い

う
指
摘
も
あ
る（

9
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
主
税
局
は
統
治
機
構
に
お
け
る
大
蔵

省
の
性
格
を
規
定
す
る
重
要
な
部
局
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

大
蔵
省
に
お
け
る
主
税
局
の
位
置
に
つ
い
て
、
人
事
の
分
析
を
通
し
て

明
ら
か
に
し
た
の
が
真
渕
勝
氏
で
あ
る（

（1
（

。
真
渕
氏
は
、
主
計
局
長
と
主
税

局
長
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
分
析
し
、
非
専
門
家
集
団
と
し
て
の
主
計
局
に

対
し
、主
税
局
は
専
門
家
集
団
と
し
て
独
自
の
政
策
構
想
を
有
し
て
お
り
、

大
蔵
省
は
「
税
制
を
担
当
す
る
官
僚
を
か
な
り
独
自
に
育
成
」
し
て
い
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（

（（
（

。

　

一
方
で
、
戦
前
期
の
主
税
局
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
指
摘
が
無
い
わ

け
で
は
な
い
。
大
前
信
也
氏
は
「
税
制
問
題
を
一
手
に
握
る
主
税
局
官
僚
」

の
存
在
を
指
摘
し
、
主
税
局
は
局
内
の
人
事
育
成
で
「
伝
統
」
を
守
っ
て

い
た
と
し
て
い
る（

（1
（

。
大
前
氏
の
指
摘
は
、
戦
前
期
の
主
税
局
に
お
け
る
独

自
の
人
事
体
系
の
存
在
に
つ
い
て
示
唆
し
て
い
る
点
で
重
要
で
あ
る
が
、

本
格
的
な
分
析
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
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そ
こ
で
本
稿
は
、
主
税
局
―
税
務
系
部
局
の
人
事
体
系
を
分
析
す
る
こ

と
で
、
大
蔵
省
の
組
織
的
特
質
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

本
稿
で
は
、
人
事
体
系
の
分
析
に
行
政
学
の
手
法
で
あ
る
キ
ャ
リ
ア
パ

ス
分
析
を
用
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
は
、「
官
僚
の
人
事
歴
任
パ
タ
ー

ン
を
探
る
こ
と（

（1
（

」
に
よ
り
、
人
事
体
系
や
組
織
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
方

法
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
は
膨
大
な
人
事
分
析
を
効
果
的
に
行
う

こ
と
を
可
能
に
し
、
長
期
間
に
わ
た
る
人
事
傾
向
を
俯
瞰
す
る
こ
と
が
で

き
る
た
め
、
時
期
ご
と
の
変
遷
や
人
事
体
系
の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
有
効
で
あ
る（

（1
（

。

　

分
析
期
間
は
、
内
閣
制
度
に
合
わ
せ
た
行
政
機
構
が
整
備
さ
れ
る
明
治

一
九
（
一
八
八
六
）
年
か
ら
、
戦
後
期
大
蔵
省
の
分
析
を
行
っ
た
驛
賢
太

郎
氏
が
分
析
の
起
点
と
し
て
い
る
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
と
す
る
。

　

分
析
対
象
は
、
主
税
局
長
・
東
京
税
務
監
督
局
長
・
横
浜
税
関
長
就
任

者
と
し
、
彼
等
の
課
長
以
上
経
験
・
課
長
未
満
経
験（

（1
（

、
前
職
・
後
職
を
分

析
す
る
。

　

主
に
分
析
に
用
い
る
資
料
は
、
内
閣
官
報
局
編
『
職
員
録
』、
大
蔵
省

百
年
史
編
集
室
編
『
大
蔵
省
人
名
録
』（
大
蔵
財
務
協
会　

一
九
七
三
年
）

で
あ
る
。

　

以
下
、
本
稿
の
構
成
を
述
べ
る
。
第
一
章
で
は
大
蔵
省
に
お
け
る
主
税

局
の
位
置
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
第
二
章
で
は
、
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
に

よ
っ
て
、
主
税
局
―
税
務
系
部
局
の
人
事
体
系
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三

章
で
は
、
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
で
明
ら
か
に
し
た
人
事
体
系
に
つ
い
て
、

実
際
の
人
事
問
題
を
事
例
と
し
て
検
証
す
る
。

第
一
章　

大
蔵
省
に
お
け
る
主
税
局

　

本
章
で
は
、
大
蔵
省
に
お
け
る
主
税
局
の
位
置
を
、
官
制
と
大
蔵
次
官

就
任
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
検
討
す
る
こ
と
で
確
認
す
る
。

第
一
節　

官
制
に
見
る
主
税
局

　

主
税
局
の
所
掌
事
務
か
ら
確
認
し
よ
う
。
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年

二
月
二
六
日
勅
令
第
二
号
「
各
省
官
制
」
中
の
大
蔵
省
の
規
定
や
明
治

二
三
（
一
八
九
〇
）
年
六
月
二
四
日
勅
令
第
一
〇
六
号
に
お
い
て
、
主
税

局
は
内
国
税
に
関
す
る
税
制
・
賦
課
徴
収
、
そ
れ
ら
の
管
理
監
督
を
行
う

部
局
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た（

（1
（

。
そ
の
後
、
明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年

に
は
関
税
局
と
合
併
し
、
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
の
再
合
併
を
経
て
、

内
国
税
と
関
税
を
司
る
税
務
の
総
合
部
局
と
な
っ
た（

（1
（

。

　

次
に
、
主
税
局
の
省
内
席
次
を
確
認
す
る
。
明
治
一
九
年
時
点
で
、
主

税
局
は
筆
頭
部
局
と
さ
れ
、
こ
れ
に
次
い
で
関
税
局
・
主
計
局
と
な
っ
て

い
る（

（1
（

。
し
か
し
、
明
治
二
三
年
の
官
制
改
正
で
主
計
局
が
筆
頭
部
局
と
な

り
、
主
税
局
は
そ
れ
に
次
ぐ
省
内
第
二
位
と
な
っ
た（

（1
（

。

第
二
節　

大
蔵
次
官
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
に
見
る
主
税
局

　

本
節
で
は
、
大
蔵
省
の
人
事
体
系
・
組
織
構
造
に
お
け
る
主
税
局
の
位

置
を
捉
え
る
た
め
、
大
蔵
次
官
就
任
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
検
討
す
る
。

　

ま
ず
、前
職
を
確
認
す
る【
表
１
―
１
】。一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、

大
蔵
次
官
就
任
者
の
前
職
は
、
ほ
と
ん
ど
が
主
計
局
長
・
主
税
局
長
・
理
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財
局
長
の
三
局
長
で
あ
る
。
主
税
局
長
（
七
名
／
二
四
・
一
％
）
は
理
財

局
長
と
並
び
、
筆
頭
部
局
の
長
で
あ
る
主
計
局
長
（
八
名
／
二
七
・
五
％
）

に
次
い
で
大
蔵
次
官
を
輩
出
し
て
い
る
。
主
税
局
長
は
、
直
接
大
蔵
次
官

へ
と
昇
進
で
き
る
最
有
力
ポ
ス
ト
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、

三
局
長
の
次
官
輩
出
数
が
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
戦
前
期
大
蔵
省

に
お
い
て
は
主
計
局
・
主
税
局
・
理
財
局
の
主
要
三
部
局
が
拮
抗
し
て
い

た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

こ
れ
は
、
戦
後
期
大
蔵
省
に
お
い
て
大
蔵
事
務
次
官
を
輩
出
し
た
主
要

三
局
長
の
う
ち
、
主
計
局
長（
二
三
／
四
○
、
五
七
・
五
％
）
が
突
出
し
、

そ
れ
に
主
税
局
長
（
五
／
四
○
、
一
二
・
五
％
。
国
税
庁
長
官
を
合
わ
せ

る
と
九
／
四
○
、
二
二
・
五
％
）、
銀
行
局
長
（
四
／
四
○
、
一
○
・
○
％
）

が
続
く
こ
と
と
比
べ
る
と
、
明
確
な
違
い
で
あ
る（

11
（

。

　

一
方
で
、
部
局
長
経
験
【
表
１
―
２
】
で
は
、
少
し
様
相
が
異
な
っ
て

い
る
。
内
局
の
部
局
長
経
験
が
多
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
最
も
多

い
主
計
局
長
（
二
六
・
八
％
）
の
次
が
理
財
局
長
（
二
四
・
三
％
）
と
な
っ

て
お
り
、
主
税
局
長
（
一
九
・
五
％
）
は
や
や
少
な
い
。
こ
れ
は
、
主
計

局
長
と
主
税
局
長
を
共
に
経
験
し
た
の
が
藤
井
真
信
一
人
で
あ
る
の
に
対

し
、
主
計
局
長
と
理
財
局
長
（
賀
屋
興
宣
・
広
瀬
豊
作
）、
主
税
局
長
と

理
財
局
長
（
田
尻
稲
次
郎（

1（
（

・
田
中
豊（

11
（

）
の
よ
う
に
、
他
の
部
局
長
と
理
財

局
長
を
共
に
経
験
し
た
次
官
就
任
者
が
多
い
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
傾
向
か
ら
は
、
理
財
局
の
中
間
的
性
格
、
主
計
局
と
主
税
局
の
分

立
・
割
拠
的
性
格
が
窺
え
る
。

第
二
章　

主
税
局
長
―
地
方
税
務
部
局
長
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

　

本
章
で
は
、
主
税
局
―
地
方
税
務
部
局
の
人
事
体
系
・
組
織
構
造
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
、
主
税
局
長
・
東
京
税
務
監
督
局
長
・
横
浜
税
関
長
各

就
任
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
を
行
う
。

第
一
節　

主
税
局
長
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

　

ま
ず
前
職
を
見
る
【
表
２
―
１
】。
就
任
者
実
人
数
一
九
名
中
、
東
京

税
務
監
督
局
長
／
財
務
局
長
・
銀
行
局
長（
そ
れ
ぞ
れ
四
名
／
二
一
・
〇
％
）

が
最
も
多
く
、
次
い
で
主
税
局
内
国
税
課
長
／
国
税
課
長
・
横
浜
／
神
戸

税
関
長（
そ
れ
ぞ
れ
三
名
／
一
五
・
七
％
）と
な
っ
て
い
る
。前
職
か
ら
は
、

第
一
に
税
務
系
部
局
か
ら
の
就
任
が
多
い
こ
と
、
第
二
に
銀
行
局
長
か
ら

の
転
任
者
が
一
定
数
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

第
一
の
点
か
ら
確
認
し
よ
う
。
数
的
に
は
少
な
い
関
税
局
長
や
一
等
主

税
官
な
ど
も
合
算
す
る
と
、
税
務
系
部
局
か
ら
の
就
任
は
一
二
名

（
六
三
・
一
％
）
と
な
る
。
ま
た
、
理
財
局
長
か
ら
就
任
し
た
田
中
豊
や
、

銀
行
局
長
か
ら
就
任
し
た
松
隈
秀
雄
（
後
述
）
は
職
務
経
験
の
多
く
を
税

務
系
部
局
で
積
ん
で
お
り
、税
務
系
か
ら
の
就
任
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
主
税
局
長
就
任
者
が
税
務
系
部
局
経
験
者
か
ら
選
ば
れ
る

傾
向
が
強
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
特
に
税
務
監
督
局
や
税
関
な
ど

地
方
税
務
部
局
長
か
ら
の
就
任
が
多
く
、
主
税
局
長
へ
の
就
任
に
は
地
方

税
務
部
局
長
と
し
て
の
経
験
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

第
二
の
点
を
確
認
す
る
。
銀
行
局
長
か
ら
の
転
任
者
四
名
中
、
前
述
の
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松
隈
は
銀
行
局
長
の
在
任
期
間
が
約
八
ヶ
月
と
短
く
、
職
務
経
験
の
ほ
と

ん
ど
を
税
務
系
部
局
で
積
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
銀
行
局
長
は
主
税
局
長

就
任
の
待
機
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（

11
（

。
残
り
の
三
名
（
田
尻
・

加
藤
高
明
・
黒
田
英
雄
）
は
位
置
付
け
が
難
し
い
が
、
共
通
す
る
の
は
特

定
の
部
局
に
偏
ら
な
い
職
務
経
験
を
積
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
あ
る（

11
（

。
こ

の
う
ち
田
尻
と
黒
田
は
後
に
大
蔵
次
官
へ
と
昇
進
し
て
い
る
。
銀
行
局
長

が
基
本
的
に
は
直
接
次
官
へ
と
就
任
で
き
な
い
局
長
で
あ
っ
た
こ
と
を
考

え
る
と
、
主
税
局
長
へ
の
就
任
は
次
官
へ
の
昇
進
を
見
据
え
た
も
の
で

あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
課
長
以
上
経
験
を
見
る
【
表
２
―
２
】。
主
税
局
（
全
体
で

三
九
・
六
％
、
内
局
の
み
で
五
五
・
二
％
）
が
最
も
多
く
、
主
税
局
長
へ
の

就
任
に
は
主
税
局
で
の
課
長
以
上
経
験
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。
特
筆
す
べ
き
は
、
山
田
龍
夫
を
除
い
て
主
計
局
で
の
課
長
以
上
経

験
を
持
つ
者
が
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る（

11
（

。
こ
の
こ
と
は
、
主
税
局
に
は

主
計
局
と
は
別
個
の
人
事
体
系
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

地
方
税
務
部
局
長
経
験
の
多
さ
も
特
徴
的
で
あ
り
（
二
〇
・
七
％
）、
主

計
局
長
就
任
者
の
同
数
値
（
九
・
〇
％
）
と
比
べ
る
と
顕
著
な
差
で
あ
る
。

主
税
局
長
へ
の
就
任
に
は
、
地
方
税
務
部
局
長
と
し
て
の
経
験
が
意
味
を

持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　

続
い
て
課
長
未
満
経
験
を
見
る
【
表
２
―
３
】。
地
方
税
務
部
局
で
の

職
務
経
験
が
多
く
（
五
〇
・
九
％
）、
次
い
で
内
局
と
な
っ
て
い
る

（
三
八
・
一
％
）。
こ
れ
も
主
計
局
長
就
任
者
が
内
局
優
位
（
内
局
四
〇
・ 

四
％
、
地
方
三
七
・
七
％
）
で
あ
る
こ
と
と
比
べ
る
と
、
特
徴
的
な
傾
向

で
あ
る
。
地
方
税
務
部
局
で
の
課
長
未
満
経
験
と
し
て
多
い
税
務
署
長
や

税
務
監
督
局
勤
務
は
、
文
官
高
等
試
験
合
格
者
の
初
任
高
等
官
ポ
ス
ト
で

あ
り
、
多
く
の
大
蔵
官
僚
が
経
験
す
る（

11
（

。
し
か
し
、
主
税
局
長
就
任
者
に

と
っ
て
は
、
初
任
ポ
ス
ト
に
止
ま
ら
な
い
、
税
務
系
部
局
経
験
と
し
て
の

意
味
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

内
局
で
は
主
税
局
が
最
も
多
く
（
六
一
・
九
％
）、
主
計
局
で
の
職
務
経

験
者
は
皆
無
で
あ
る
。
主
税
局
と
主
計
局
の
人
事
的
分
立
は
明
ら
か
で
あ

る
。

　

以
上
の
分
析
か
ら
、
主
税
局
が
特
徴
的
な
人
事
傾
向
を
有
し
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
松
隈
の
「
私
を
税
務
系
統

に
ひ
っ
ぱ
り
つ
け
て
お
い
て
…
…
他
の
と
こ
ろ
に
は
や
ら
ん
ぞ
と
い
う
藤

井
さ
ん
の
配
慮（

11
（

」
と
い
う
回
想
や
、
菅
原
通
敬
の
伝
記
に
あ
る
「
蓋
し
先

生
は
租
税
の
理
論
に
精
し
く
…
…
種
々
な
優
遇
の
方
法
を
以
て
先
生
を
主

税
局
に
保
留（

11
（

」
し
た
と
い
う
記
述
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
主
税
局
は

税
務
系
の
専
門
官
僚
を
主
税
局
―
地
方
税
務
部
局
内
で
養
成
す
る
人
事
志

向
を
有
し
、
税
務
と
い
う
政
策
領
域
に
特
化
し
た
人
事
体
系
を
有
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
金
融
系
の
大
蔵
官
僚
で
あ
る
今
井
一
男
は
「
主
税
局
」
は

人
材
を
「
予
め
マ
ー
ク
」
し
て
お
り
、「
松
隈
さ
ん
を
と
り
た
い
わ
け
で
、

あ
の
人
も
税
金
以
外
に
は
全
然
動
か
な
い（

11
（

」
と
回
想
し
て
い
る
。
主
税
局

の
人
事
体
系
は
他
の
大
蔵
官
僚
か
ら
も
明
ら
か
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
主
税
局
長
就
任
者
の
後
職
を
確
認
す
る
【
表
２
―
４
】。
大

蔵
次
官
へ
の
就
任
が
最
も
多
く
（
三
六
・
八
％
）、
第
一
章
第
二
節
で
確
認

し
た
よ
う
に
、
主
税
局
長
が
次
官
昇
進
率
の
高
い
有
力
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
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こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
主
計
局
長
就
任
者
の
次
官
昇
進
率

（
五
〇
・
〇
％
）
に
比
べ
る
と
、
や
や
低
い
数
値
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
節　

東
京
税
務
監
督
局
長
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

　

税
務
監
督
局
は
、
明
治
二
九
（
一
八
九
六
）
年
に
「
内
国
税
ニ
関
ス
ル

事
務
ヲ
掌
ル
」
た
め
各
地
に
設
置
さ
れ
た
税
務
管
理
局
を（

11
（

、
明
治
三
五

（
一
九
〇
二
）
年
に
内
国
税
事
務
の
「
監
督
」
機
関
と
し
て
改
組
し
た
も

の
で
あ
る（

1（
（

。
な
お
、
昭
和
一
六
（
一
九
四
一
）
年
に
は
、
従
来
の
事
務
に

加
え
、
預
金
部
資
金
の
運
用
経
理
、
国
有
財
産
事
務
な
ど
も
担
う
財
務
局

に
改
組
さ
れ
た
。
税
務
監
督
局
は
全
国
各
地
に
設
置
さ
れ
た
が
、
本
稿
で

は
特
に
東
京
税
務
監
督
局
長
を
事
例
と
し
て
分
析
を
行
う
。

　

ま
ず
前
職
を
見
る
【
表
３
―
１
】。
就
任
者
実
人
数
二
七
名
中
、
他
の

税
務
監
督
局
長
か
ら
の
転
任
が
一
四
名
（
五
一
・
八
％
）
と
多
い
。
こ
れ

に
次
い
で
、主
税
局
国
税
課
長
か
ら
の
就
任
が
三
名（
一
〇
・
三
％
）と
な
っ

て
い
る
。
東
京
税
務
監
督
局
長
は
、
主
に
他
の
税
務
監
督
局
長
の
転
任
先

ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
本
省
主
税
局
の
国
税
課
長
の

勅
任
官
昇
叙
ポ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

次
に
、
課
長
以
上
経
験
を
見
る
【
表
３
―
２
】。
内
局
が
多
く
（
四
二
・ 

一
％
）、
次
い
で
地
方
税
務
部
局
と
な
っ
て
い
る
（
三
二
・
八
％
）。
内
局

で
は
主
税
局
が
多
く
（
全
体
で
一
八
・
四
％
、
内
局
の
み
で
四
三
・
七
％
）、

税
務
監
督
局
が
主
税
局
の
人
事
体
系
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

　

課
長
以
上
経
験
を
見
る
と
、
主
税
局
経
験
者
九
名
中
三
名
が
主
税
局
長

に
就
任
し
て
い
る
一
方
、
主
税
局
経
験
な
し
で
主
税
局
長
と
な
っ
た
の
は

青
木
得
三
た
だ
一
人
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
青
木
は
浜
口
民
政
党
内
閣

に
よ
る
政
治
任
用
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と（

11
（

、
東
京
税
務
監
督
局
長
か
ら

主
税
局
長
に
就
任
で
き
る
の
は
、
主
税
局
で
の
課
長
以
上
経
験
を
有
す
る

大
蔵
官
僚
の
み
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

特
筆
す
べ
き
は
、地
方
税
務
部
局
内
で
の
税
務
監
督
局
長（
八
八
・
八
％
）

と
税
関
長
（
一
三
・
六
％
）
経
験
の
際
立
っ
た
差
で
あ
る
。
同
じ
税
務
系

で
あ
り
な
が
ら
、
内
国
税
系
と
関
税
系
は
全
く
異
な
る
人
事
体
系
を
築
い

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

続
い
て
、
課
長
未
満
経
験
を
見
る
【
表
３
―
３
】。
地
方
税
務
部
局
が

多
く
（
六
四
・
一
％
）、
次
い
で
内
局
（
二
四
・
六
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

主
税
局
で
の
経
験
者
は
意
外
と
少
な
い
（
全
体
で
三
・
七
％
、
内
局
の
み

で
一
五
・
〇
％
）。
た
だ
し
、
主
税
局
で
の
課
長
未
満
経
験
者
六
名
中
三
名

が
主
税
局
長
に
昇
進
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
課
長
以
上
経
験
で
の

傾
向
を
踏
ま
え
る
と
、
東
京
税
務
監
督
局
長
へ
の
就
任
が
主
税
局
長
へ
の

昇
進
経
路
と
な
り
得
る
の
は
、
主
税
局
で
の
職
務
経
験
を
有
す
る
「
主
税

局
官
僚
」
の
み
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

課
長
未
満
経
験
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
地
方
税
務
部
局
で
の
税

務
監
督
局
（
地
方
の
み
で
九
二
・
三
％
）
と
税
関
（
同
七
・
六
％
）
の
差
で

あ
る
。課
長
以
上
経
験
で
も
確
認
し
た
傾
向
が
よ
り
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。

内
国
税
系
と
関
税
系
の
人
事
的
分
立
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

最
後
に
後
職
を
確
認
す
る
【
表
３
―
４
】。
最
も
多
い
の
は
辞
職
で
あ

る（
三
四
・
四
％
）。特
に
、税
務
監
督
局
長
の
官
等
相
当
が
勅
任
官
と
な
っ
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て
以
降
、
辞
職
が
多
く
な
っ
て
い
る（

11
（

。
東
京
税
務
監
督
局
長
は
、「
主
税

局
官
僚
」
に
と
っ
て
は
主
税
局
長
へ
の
昇
進
経
路
で
あ
っ
た
が
、
他
の
税

務
系
官
僚
に
と
っ
て
は
「
上
が
り
ポ
ス
ト
」
で
あ
っ
た
。

第
三
節　

横
浜
税
関
長
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

　

本
節
で
は
、
税
関
長
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
分
析
す
る
。
税
関
は
本
稿
が

対
象
と
す
る
期
間
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
が
、
明
治
一
九
年
三
月
二
五

日
に
「
税
関
官
制
」
が
制
定
さ
れ
、
改
め
て
関
税
担
当
機
関
と
し
て
定
義

さ
れ
た（

11
（

。
本
稿
で
は
特
に
横
浜
税
関
長
を
事
例
と
し
て
分
析
す
る
。

　

ま
ず
前
職
を
見
る
【
表
４
―
１
】。
就
任
者
実
人
数
二
一
名
中
、
他
の

税
関
長
か
ら
の
転
任
者
が
一
〇
名
（
四
七
・
六
％
）
と
多
い
。
横
浜
税
関

長
は
、
主
に
他
の
税
関
長
の
転
任
先
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
に
次
い
で
、
本
省
関
税
系
（
関
税
局
長
心
得
、
主
税
局
関
税
課
長
）

か
ら
の
就
任
者
が
二
名
（
九
・
五
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

　

次
に
課
長
以
上
経
験
を
見
る
【
表
４
―
２
】。
内
局
が
多
く
（
五
二
・

九
％
）、
次
い
で
地
方
税
務
部
局
と
な
っ
て
い
る
（
二
七
・
四
％
）。
内
局

で
は
主
税
局
が
多
く
（
内
局
の
み
で
三
七
・
〇
％
）、
税
関
も
主
税
局
の
人

事
体
系
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
次
い
で
多
い
の
が
理
財

局
（
同
二
二
・
二
％
）
だ
が
、
理
財
局
経
験
六
の
う
ち
ほ
と
ん
ど
が
松
本

脩
一
人
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
割
引
い
て
見
る
必
要
が
あ
る（

11
（

。

　

注
目
し
た
い
の
が
、
主
税
局
で
の
課
長
以
上
経
験
者
八
名
中
五
名
が
関

税
課
長
で
あ
る
点
で
あ
る
。
地
方
税
務
部
局
で
の
税
関
長
の
多
さ
（
地
方

の
み
で
七
八
・
五
％
）
と
合
わ
せ
る
と
、
税
務
監
督
局
長
就
任
者
と
は
対

照
的
な
傾
向
と
な
っ
て
い
る
。

　

続
い
て
課
長
未
満
経
験
を
見
る
【
表
４
―
３
】。
地
方
税
務
部
局

（
五
〇
・
五
％
）
が
多
く
、
次
い
で
内
局
（
二
七
・
九
％
）
と
な
る
傾
向
は
税

務
監
督
局
長
就
任
者
と
同
様
で
あ
る
が
、税
関（
地
方
の
み
で
五
五
・
八
％
）

が
多
い
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
税
務
監
督
局
（
四
四
・
一
％
）

の
経
験
者
も
多
く
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
税
務
署
長
な
ど
傘
下
の
高

等
官
ポ
ス
ト
が
多
く
、
内
国
税
系
人
事
が
容
易
な
税
務
監
督
局
に
比
べ
、

税
関
は
そ
う
し
た
ポ
ス
ト
に
乏
し
い
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
可
能
な
限
り

関
税
系
で
の
人
事
が
志
向
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
傾
向
は
、
主
税
局
で
の
課
長
未
満
経
験
者
七
名
中
、
四
名
が

関
税
課
勤
務
で
あ
る
こ
と（

11
（

、
課
長
以
上
・
未
満
を
合
わ
せ
て
、
一
切
関
税

系
職
務
経
験
を
有
さ
な
い
就
任
者
が
橋
本
圭
三
郎
・
花
田
政
春
の
み
で
あ

る
こ
と
を
考
え
る
と
明
ら
か
で
あ
る
。
今
井
は
「
関
税
で
言
っ
た
ら
あ
の

人
の
あ
と
は
だ
れ
」
と
い
う
「
下
馬
評
」
が
あ
っ
た
と
し
て
お
り（

11
（

、
関
税

系
は
内
国
税
系
と
は
異
な
る
人
事
体
系
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
内
国
税
系
の
松
隈
が
、
関
税
系
の
中
島
鉄
平
に
つ
い
て
「
当
時

…
…
中
島
（
鉄
平
）
さ
ん
が
主
税
局
長
と
な
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
中

島
局
長
は
元
来
関
税
の
ほ
う
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
、
税
務
監
督
局
あ
る
い

は
内
国
税
の
ほ
う
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
は
な
い（

11
（

」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は

重
要
で
あ
る
。
内
国
税
系
と
関
税
系
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
「
エ
キ
ス
パ
ー

ト
」
を
養
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
後
職
を
確
認
す
る
【
表
４
―
４
】。
辞
職
が
最
も
多
く
（
四
〇
・ 

〇
％
）、
横
浜
税
関
長
も
「
上
が
り
ポ
ス
ト
」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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主
税
局
長
へ
の
就
任
者
は
二
名
い
る
が
、
こ
の
う
ち
関
税
系
と
し
て
主
税

局
長
と
な
っ
た
の
は
前
述
の
中
島
の
み
で
あ
る
。
主
税
局
に
お
い
て
は
、

関
税
系
よ
り
も
内
国
税
系
の
方
が
優
位
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
章　

主
税
局
の
人
事
体
系
と
大
蔵
省

　

前
章
で
見
た
よ
う
に
、
主
税
局
―
税
務
系
部
局
は
独
自
の
人
事
体
系
を

有
し
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
人
事
体
系
は
内
部
で
内
国
税
と
関
税
に
分
立

し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
で
「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
」
が
養
成
さ
れ
て
い
た
。

　

本
章
で
は
、
こ
う
し
た
人
事
体
系
が
、
実
際
の
人
事
に
ど
の
程
度
影
響

を
与
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
人
事
史
料
な
ど
を
用
い
て
検
証
す
る
。
結

論
か
ら
述
べ
る
と
、
内
国
税
・
関
税
の
分
立
し
た
人
事
体
系
は
、
す
で
に

明
治
後
期
の
段
階
で
大
蔵
省
人
事
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
。

　

本
章
で
具
体
的
に
検
討
す
る
の
は
、
明
治
三
七
（
一
九
〇
四
）
年
八
月

末
以
降
問
題
化
し
た
、
目
賀
田
種
太
郎
主
税
局
長
後
任
問
題
で
あ
る
。
目

賀
田
が
第
一
次
日
韓
協
約
に
基
づ
き
財
政
顧
問
と
し
て
韓
国
に
赴
任
す
る

こ
と
と
な
り
、
そ
の
後
任
を
決
め
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
八
月

二
九
日
に
は
「
目
賀
田
氏
韓
国
赴
任
ニ
付
曽
祢
小
村
阪
谷
松
尾
水
町
荒
井

若
槻
大
臣
官
舎
ニ
テ
協
議
」
し
て
い
る（

11
（

。
そ
の
後
、
目
賀
田
の
後
任
を
含

め
た
主
税
局
人
事
は
荒
井
賢
太
郎
主
計
局
長
・
水
町
袈
裟
六
理
財
局
長
に

よ
っ
て
協
議
さ
れ
、「
明
治
三
十
七
年
主
税
局
組
織
変
更
ノ
件
」
が
作
成
、

参
考
案
と
し
て
阪
谷
芳
郎
大
蔵
次
官
に
提
出
さ
れ
た（

11
（

。
以
下
、
本
史
料
に

基
づ
い
て
大
蔵
省
の
人
事
に
つ
い
て
を
検
討
す
る
。

第
一
節　
「
明
治
三
十
七
年
主
税
局
組
織
変
更
ノ
件
」
に
見
る
人
事
問
題

　
「
明
治
三
十
七
年
主
税
局
組
織
変
更
ノ
件
」
に
は
「
甲
案
」
か
ら
「
戊
案
」

ま
で
の
五
案
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
「
甲
案
」
か
ら
見
て
い
こ
う
。
甲
案
は
「
若
槻
主
税
局
長
―
佐
脇

関
税
課
長　

勅
参
」
案
で
あ
り
、「
本
案
ハ
頗
ル
熟
考
ヲ
要
ス
ル
ナ
ラ
ン
」

と
さ
れ
て
い
る
。
目
賀
田
の
後
任
と
し
て
若
槻
礼
次
郎
内
国
税
課
長
を
昇

進
さ
せ
、
佐
脇
安
文
関
税
課
長
を
現
職
の
ま
ま
勅
任
官
・
兼
任
参
事
官
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
「
頗
ル
熟
考
ヲ
要
ス
ル
」
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

第
一
に
、
入
省
年
次
と
昇
進
順
序
の
問
題
で
あ
る
。
当
時
、
若
槻
・
佐

脇
は
と
も
に
高
等
官
三
等
一
級
俸
、
つ
ま
り
次
の
昇
進
で
は
高
等
官
二
等

＝
勅
任
官
と
な
る
奏
任
官
の
最
高
位
に
あ
っ
た
。
二
人
は
入
省
年
次
が
同

じ
明
治
二
五
（
一
八
九
二
）
年
（
卒
年
は
佐
脇
が
二
年
早
い
明
治
二
三
年
）

で
あ
り
、
加
え
て
高
等
官
三
等
昇
叙
は
佐
脇
（
明
治
三
五
（
一
九
〇
二
）

年
四
月
一
日（

1（
（

）
が
若
槻
（
同
年
一
〇
月
二
七
日（

11
（

）
よ
り
も
先
ん
じ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
若
槻
の
主
税
局
長
就
任
は
、
同
期
で
官
等
昇
叙
も
早
か
っ
た
佐

脇
を
超
え
る
抜
擢
人
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
内
国
税
系
と
関
税
系
の
分
立
の
問
題
で
あ
る
【
表
５
】。
若

槻
は
明
治
二
九
（
一
八
九
六
）
年
に
主
税
局
に
赴
任
し
、
明
治
三
〇

（
一
八
九
七
）
年
八
月
に
は
内
国
税
課
長
と
な
り
、
主
税
局
、
特
に
内
国

税
系
で
職
務
経
験
を
積
ん
だ
。
一
方
、
佐
脇
は
大
蔵
省
・
主
税
局
以
外
の

職
務
経
験
も
有
す
る
が
、
明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
年
一
月
に
主
税
局
に

赴
任
し
て
関
税
課
兼
務
と
な
り
、
同
年
一
○
月
か
ら
は
短
期
間
で
は
あ
る
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が
関
税
課
長
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
三
四
（
一
九
○
一
）
年
の
一

時
期
関
税
課
長
を
兼
務
し
、
翌
年
一
○
月
に
は
関
税
課
長
に
再
任
さ
れ
る

な
ど
、
当
時
の
大
蔵
省
内
で
は
代
表
的
な
関
税
系
の
一
人
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、
若
槻
・
佐
脇
は
そ
れ
ぞ
れ
内
国
税
系
・
関
税
系
を
代
表
す
る
立
場

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
佐
脇
の
処
遇
の
問
題
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
若
槻
の
主
税

局
長
（
勅
任
官
）
就
任
は
抜
擢
人
事
で
あ
り
、
実
現
の
た
め
に
は
佐
脇
の

処
遇
を
工
夫
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
現
職
の
ま
ま
で
は
あ
る
も

の
の
、
勅
任
官
に
昇
叙
さ
せ
、
兼
任
参
事
官
と
す
る
こ
と
で
、
若
槻
と
の

バ
ラ
ン
ス
を
取
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。疑
似
的
と
は
い
え
、「
関
税
局
長
」

相
当
の
存
在
と
し
て
、
佐
脇
を
遇
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
、
本
官
は
あ
く
ま
で
大
蔵
書
記
官
主
税
局
関
税
課
長
で
あ
り
、
主
税

局
で
は
若
槻
の
部
下
と
な
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
甲
案
」
は
佐
脇
の
処
遇
が
難
し
く
、「
頗
ル
熟
考
を

要
ス
ル
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

次
に「
乙
案
」を
見
る
。乙
案
は「
理
財
局
―
銀
行
課
長
佐
脇
勅
参
」「
官

房
―
文
書
課
長
永
浜
」「
主
税
局
―
関
税
課　

当
分
勝
田
兼
務
」
案
で
あ

り
、「
本
案
ハ
或
ハ
前
案
ヨ
リ
ハ
容
易
ナ
ラ
ン
但
シ
永
浜
ハ
気
ノ
毒
ナ
リ
」

と
さ
れ
て
い
る
。
佐
脇
を
勅
任
官
・
兼
任
参
事
官
と
し
た
上
で
理
財
局
銀

行
課
長
に
異
動
さ
せ
、
永
浜
盛
三
理
財
局
銀
行
課
長
を
大
臣
官
房
文
書
課

長
に
、
空
席
と
な
っ
た
関
税
課
長
を
勝
田
主
計
理
財
局
国
債
課
長
に
兼
務

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
若
槻
の
主
税
局
長
就
任
を
前
提
と
し
、
佐
脇
を
主

税
局
か
ら
異
動
さ
せ
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
と
い
え
る
。で
は
、な
ぜ「
永

浜
ハ
気
ノ
毒
」
な
の
か
。

　
【
表
６
】
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
永
浜
は
理
財
局
官
僚
で
あ
っ
た
。
そ

の
永
浜
を
、
主
税
局
内
の
問
題
を
理
由
と
し
て
理
財
局
か
ら
異
動
さ
せ
る

た
め
、「
気
ノ
毒
」
な
の
で
あ
る
。
同
一
部
局
内
で
職
務
経
験
を
積
ん
で

い
た
官
僚
を
他
局
に
異
動
さ
せ
る
こ
と
を
「
気
ノ
毒
」
と
す
る
意
識
は
興

味
深
い
。

　

ま
た
、
関
税
課
長
の
後
任
に
も
問
題
が
あ
っ
た
。
当
分
は
永
浜
と
同
期

同
官
等
で
あ
っ
た
勝
田
を
充
て
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
「
追
テ
適

当
ノ
人
ヲ
置
ク
但
シ
其
ノ
人
選
ハ
極
メ
テ
重
要
ナ
リ
」
と
す
る
但
し
書
き

が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
勝
田
は
、
当
時

高
等
官
四
等
三
級
俸
で
あ
っ
た
大
蔵
官
僚
の
中
で
、
唯
一
ま
と
ま
っ
た
関

税
系
の
職
務
経
験
を
有
し
て
お
り（

11
（

、
関
税
系
と
い
っ
て
よ
い
存
在
で
あ
っ

た
【
表
６
】。
永
浜
に
も
大
阪
税
関
長
就
任
歴
が
あ
る
が
、
そ
の
期
間
の

ほ
と
ん
ど
が
欧
米
出
張
中
で
あ
り
、
実
質
的
な
職
務
経
験
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、「
当
分
」
の
兼
任
と
さ
れ
て
お
り
、
理
由
は
不
明
な
が
ら
必
ず

し
も
適
任
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
税
務
系
の
一
方
を
代
表
す
る
関

税
課
長
の
後
任
選
定
が
「
極
メ
テ
重
要
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
、
大
蔵

省
首
脳
部
に
共
有
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
丙
案
」
に
は
、「
是
レ
最
モ
可
ナ
リ
」、「
松
尾
総
裁
ト
相
談
ノ
事
」
と

あ
る
の
み
で
、
具
体
案
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
既
に
大
蔵
省
を
退
官

し
日
本
銀
行
総
裁
と
な
っ
て
い
た
前
理
財
局
長
の
松
尾
臣
善
が
、
未
だ
人

事
の
相
談
に
与
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

　
「
丁
案
」
は
、「
官
房
―
文
書
課
長　

勅
参　

佐
脇
」「
主
税
局
―
海
関
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税　

当
分
勝
田
兼
務
」
案
で
あ
り
、「
比
較
的
最
モ
容
易
ナ
ラ
ン
」
と
さ

れ
て
い
る
。
や
は
り
佐
脇
を
主
税
局
か
ら
異
動
さ
せ
る
こ
と
に
主
眼
が
あ

り
、
佐
脇
を
勅
任
官
・
兼
任
参
事
官
と
し
た
上
で
大
臣
官
房
文
書
課
長
と

し
、
後
任
と
し
て
勝
田
を
兼
務
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。
丁
案
は
乙
案
か
ら

「
永
浜
ノ
気
ノ
毒
」
を
除
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
丁
案
は
、
佐

脇
の
異
動
を
利
用
し
、
大
蔵
省
の
機
構
整
理
を
も
実
現
し
よ
う
と
し
て
い

た
。
佐
脇
に
は
「
文
書
課
ノ
事
務
ヲ
大
ニ
シ
秩
禄
処
分
ノ
跡
整
理
モ
文
書

課
ニ
付
属
セ
シ
メ
テ
可
ナ
リ
」
と
す
る
但
し
書
き
が
付
さ
れ
て
い
る
。
本

来
奏
任
官
相
当
の
文
書
課
長
に
勅
任
官
を
充
て
る
た
め
、
そ
の
分
職
責
を

重
く
し
、
臨
時
秩
禄
処
分
調
査
局
を
廃
止
し
て
そ
の
残
務
を
担
わ
せ
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
勝
田
は
当
分
の
兼
任
で
あ
り
、「
追
テ
適
材
選
定
」と
さ
れ
て
い
る
。

関
税
課
長
後
任
へ
の
強
い
「
適
材
選
定
」
志
向
が
窺
え
る
。

　

最
後
の
「
戊
案
」
は
、「
理
財
局
―
公
債
佐
脇　

勅
参
」「
主
税
局
―
関

税　

勝
田
」
案
で
「
最
モ
可
ナ
ラ
ン
」
と
さ
れ
て
い
る
。
佐
脇
と
勝
田
を

入
れ
替
え
る
だ
け
の
シ
ン
プ
ル
な
人
事
案
で
あ
る
。
佐
脇
に
は
短
期
間
で

は
あ
る
も
の
の
国
債
課
長
経
験
が
あ
り
、
関
税
系
経
験
の
あ
る
勝
田
と
交

代
可
能
と
判
断
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
当
時
は
日
露
戦
争
中
で
あ
り

国
債
事
務
は
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
。
勅
任
官
で
あ
る
佐
脇
を
充
て
る
こ

と
は
、
こ
の
点
か
ら
も
「
最
モ
可
」
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

最
終
的
に
ど
の
案
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
任
問
題
は
早
期

に
決
着
が
つ
か
な
か
っ
た
ら
し
く
、
同
年
九
月
七
日
に
は
阪
谷
が
「
大
蔵

省
主
税
局
長
目
税
賀
田
種
太
郎
不
在
中
同
局
長
代
理
」
と
な
り
、
決
定
を

先
送
り
に
し
て
い
る（

11
（

。
し
か
し
、
日
露
戦
争
中
で
あ
り
、
第
二
一
議
会
も

迫
る
中
で
、
早
急
に
主
税
局
長
の
後
任
を
決
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
阪
谷
は
、「
頗
ル
熟
考
ヲ
要
ス
ル
」
と
さ
れ
た
「
甲
案
」
の
採

用
を
決
定
す
る
。
同
年
一
〇
月
八
日
付
で
若
槻
は
主
税
局
長
に
就
任
し
、

翌
月
八
日
に
は
高
等
官
二
等
に
昇
叙
し
て
い
る（

11
（

。
そ
し
て
、
佐
脇
は
翌
年

一
月
二
一
日
付
で
高
等
官
二
等
に
昇
叙
し
、
兼
任
参
事
官
と
な
っ
た（

11
（

。
し

か
し
、
同
二
五
日
に
依
願
免
本
官
並
兼
官
と
な
り
、
大
蔵
省
を
去
っ
て
い

る（
11
（

。
第
二
節　

目
賀
田
後
任
問
題
と
大
蔵
省
人
事

　

前
節
ま
で
の
内
容
を
振
り
返
る
。
阪
谷
・
荒
井
・
水
町
ら
大
蔵
省
首
脳

部
は
、
若
槻
の
主
税
局
長
就
任
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
問
題
を
複
雑
に
し
た
の
は
、
若
槻
と
同
期
で
、
さ
ら
に
関
税
系
を
代

表
す
る
立
場
に
あ
っ
た
佐
脇
の
存
在
で
あ
っ
た
。
若
槻
主
税
局
長
を
実
現

す
る
た
め
に
は
、
佐
脇
の
処
遇
を
工
夫
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
税
務
系
「
共
存
」
の
象
徴
と
し
て
の
目
賀
田
の
存
在
も
、
後
任
人

事
を
難
し
く
し
た
。
目
賀
田
は
始
め
内
国
税
系
の
職
務
経
験
を
積
ん
で
い

た
も
の
の
、
途
中
で
横
浜
税
関
長
に
異
動
、
関
税
系
の
職
務
経
験
も
積
ん

で
い
る（

11
（

【
表
７
】。
つ
ま
り
、
目
賀
田
は
内
国
税
と
関
税
そ
れ
ぞ
れ
を
把

握
し
て
い
る
稀
有
な
人
材
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
目
賀
田
の
主
税

局
長
在
任
は
一
〇
年
近
い
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
目
賀

田
の
得
難
さ
が
、
後
任
人
事
を
よ
り
難
し
く
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

特
に
注
目
し
た
い
の
が
、
内
国
税
・
関
税
と
い
う
政
策
領
域
の
問
題
で
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あ
る
。
関
税
課
長
の
後
任
と
い
う
一
課
長
の
人
事
が
全
省
的
な
問
題
に
発

展
し
て
い
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
蔵
省
で
は
入
省
年
次
や
昇

進
順
序
に
加
え
て
、政
策
領
域
も
人
事
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。

　

佐
脇
の
後
任
「
人
選
」
は
政
策
領
域
の
観
点
か
ら
「
極
メ
テ
重
要
」
で

あ
り
、「
適
材
選
定
」
の
必
要
が
強
調
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
理
財
局
で
職

務
経
験
を
積
ん
で
い
た
永
浜
の
異
動
は
「
気
ノ
毒
」
と
さ
れ
た
。
大
蔵
省

で
は
、
政
策
領
域
ご
と
の
職
務
経
験
に
重
き
を
置
く
詮
衡
・
人
事
が
行
わ

れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、問
題
は
目
賀
田
の
後
任
で
は
な
く
、佐
脇
の
処
遇
に
あ
っ

た
。そ
の
意
味
で
、目
賀
田
後
任
問
題
は
実
質
的
に
は
佐
脇
処
遇
問
題
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
関
税
課
長
の
後
任
に
は
佐
脇
（
再
任
）
の
前
任

で
あ
っ
た
山
崎
四
男
六
（
明
治
二
九
年
入
省
）
が
再
任
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
目
賀
田
後
任
問
題
を
事
例
と
し
て
、
税
務
系
に
お
け
る
人
事
体

系
分
立
の
人
事
へ
の
影
響
を
検
討
し
て
き
た
。
最
後
に
、
こ
う
し
た
傾
向

が
、
本
事
例
以
外
に
も
見
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
、
内
国
税
課
長
・
関
税
課

長
就
任
者
の
税
務
系
キ
ャ
リ
ア
を
分
析
す
る
こ
と
で
確
認
し
て
お
き
た
い

【
表
８
・
９
】。
こ
れ
を
見
る
と
、
本
稿
の
分
析
期
間
全
体
を
通
じ
て
、
内

国
税
課
長
就
任
者
に
は
内
国
税
系
の
、
関
税
課
長
就
任
者
に
は
関
税
系
の

職
務
経
験
が
多
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。も
ち
ろ
ん
例
外
は
存
在
す
る
が
、

全
体
的
な
傾
向
と
し
て
、
本
章
で
検
討
し
て
き
た
政
策
領
域
ご
と
の
職
務

経
験
に
重
き
を
置
く
詮
衡
・
人
事
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
大
蔵
省
主
税
局
の
人
事
体
系
を
分
析
し
、
主
税
局
―
税
務

系
部
局
が
、
税
務
に
特
化
し
た
人
事
傾
向
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。
人
事
の
分
立
性
は
き
わ
め
て
高
く
、
驛
氏
が
戦
後
期
大
蔵
省
で

「
予
想
と
異
な
っ
て
存
在
す
る
」
と
指
摘
し
た
主
計
局
と
の
人
事
交
流
は

一
切
存
在
し
て
い
な
い（

11
（

。
戦
前
期
大
蔵
省
に
お
け
る
主
税
局
を
頂
点
と
し

た
税
務
系
部
局
は
、
省
内
で
極
め
て
自
律
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
こ
う
し
た
戦
前
期
の
主
税
局
の
性
格
が
、
真
渕
氏
が
指
摘
し
た
戦
後

の
「
専
門
家
集
団
」
主
税
局
の
前
提
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
税
務
系
は
内
国
税
系
と
関
税
系
に
分
立
し
て
お
り
、
内
国
税
系

の
優
位
の
も
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
互
不
可
侵
的
な
人
事
体
系
を
構
築
し
て

い
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
本
来
は
分
置
さ
れ
る
べ
き
内
国
税
・
関
税
両

部
局
が
主
税
局
と
い
う
一
部
局
に
統
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。

税
務
系
内
で
の
専
門
分
化
は
、
税
務
の
総
合
部
局
と
し
て
の
主
税
局
の
組

織
構
造
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

内
国
税
・
関
税
両
系
統
の
専
門
分
化
か
ら
は
、
大
蔵
省
の
組
織
的
特
質

の
一
端
が
垣
間
見
え
る
。
税
務
系
内
の
専
門
分
化
は
時
と
し
て
省
内
全
体

を
巻
き
込
む
人
事
問
題
た
り
得
た
の
で
あ
り
、
関
税
課
長
の
後
任
選
定
に

「
適
材
」
が
求
め
ら
れ
、
一
部
局
で
職
務
経
験
を
積
ん
で
い
た
官
僚
を
他

部
局
に
異
動
さ
せ
る
こ
と
が
「
気
ノ
毒
」
と
表
現
さ
れ
る
な
ど
、
人
事
体

系
の
分
立
性
・
専
門
分
化
は
大
蔵
省
人
事
の
前
提
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
注

意
し
て
お
き
た
い
の
が
、
人
事
体
系
の
分
立
性
や
専
門
分
化
は
、
そ
れ
自
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体
は
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

そ
れ
を
前
提
と
し
た「
適
材
選
定
」が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
分
立

性
・
専
門
分
化
は
容
認
さ
れ
、尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、「
行
政
技
術
者
的
性
格
」の
強
い
大
蔵
省
で
は
、

政
策
領
域
を
重
視
・
尊
重
し
た
人
事
体
系
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
政

策
領
域
を
重
視
・
尊
重
し
た
人
事
体
系
が
「
行
政
技
術
者
的
性
格
」
が
強

い
と
い
う
組
織
的
特
質
を
作
り
出
し
、
再
生
産
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
大
蔵
官
僚
が
「
政
治
的
手
腕
に
欠
け
る
」

こ
と
を
意
味
し
な
い
。
確
か
に
、
内
務
省
と
比
べ
た
政
治
性
の
無
さ
に
つ

い
て
は
、
大
蔵
官
僚
自
身
の
回
想
な
ど
も
含
め
、
大
蔵
省
の
特
徴
と
さ
れ

て
い
る（

11
（

。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
政
治
性
の
多
く
は
党
派
性
な
ど
政
党
と

の
関
係
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
で
、
財
政
を
通
じ
て
機
構
全
体
を
統
合
す
る
主
体
と
し
て
の
大
蔵

省
の
役
割
は
、
き
わ
め
て
政
治
的
な
も

の
で
あ
る
。
実
際
に
大
蔵
官
僚
の
河
野

一
之
は
こ
れ
が
「
政
治
的
」
で
あ
る
こ

と
を
認
め
て
い
る（

1（
（

。
こ
の
こ
と
は
「
行

政
技
術
者
的
性
格
」
と
「
政
治
的
手
腕
」

が
両
立
し
得
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い

る
。
統
合
主
体
と
し
て
の
大
蔵
省
は
、

こ
う
し
た
両
義
性
を
前
提
と
し
て
考
察

さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
今
後
の
課
題

と
し
て
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

【表１－１】大蔵次官就任者の前職
前職 数 歴任率（％）

主計局長 8 27.5
主税局長 7 24.1
理財局長 7 24.1
預金部長官
/預金部資金局長 2 6.（

監督局長 1 3.4
総務局長 1 3.4
大蔵少輔 1 3.4
逓信次官 1 3.4
対満事務局次長 1 3.4

【表２－１】主税局長就任者の前職
前職 数 歴任率（％）

東京税務監督局長
/財務局長 4 21.0

銀行局長
/監査局長 4 21.0

主税局内国税課長
/国税課長 3 15.7

横浜税関長 2 10.5
神戸税関長 1 5.2
理財局長 1 5.2
関税局長 1 5.2
専売局事業部長 1 5.2
内閣調査局調査官 1 5.2
一等主税官 1 5.2

【表２－４】主税局長就任者の後職
後職 数 歴任率（％）

大蔵次官 7 36.8
辞職 2 10.5
主計局長 1 5.2
関税局長 1 5.2
専売局長官 1 5.2
造幣局長 1 5.2
横浜税関長 1 5.2
長崎県知事 1 5.2
群馬県知事 1 5.2
特命全権公使 1 5.2
内閣調査局調査官 1 5.2
韓国財政顧問 1 5.2



─ 25 ─

大蔵省主税局の人事と組織

【表３－１】東京税務監督局長就任者の前職
前職 数 歴任率（％）

大阪税務監督局長
/財務局長 4 13.7

名古屋税務監督局長 3 10.3
主税局国税課長
/国税第一課長 3 10.3

仙台税務監督局長
/財務局長 2 6.8

熊本税務管理局長
/税務監督局長 2 6.8

銀行検査官 2 6.（
海外駐箚財務官 1 3.4
国民貯蓄奨励局次長 1 3.4
広島税務監督局長 1 3.4
丸亀税務監督局長 1 3.4
金沢税務管理局長 1 3.4
神戸税関長 1 3.4
主税局経理課長 1 3.4
主税局葉煙草専売課長 1 3.4
大臣官房第四課長 1 3.4
大臣官房文書課長 1 3.4
預金部総務部長 1 3.4
東京府収税長 1 3.4

（茨城県書記官） 1 3.4

【表３－４】東京税務監督局長就任者の後職
後職 数 歴任率（％）

辞職 10 34.4
主税局長 4 13.7
造幣局長 3 10.3
煙草専売局第四部長 2 6.（
理財局長 1 3.4
専売局長 1 3.4
預金部長 1 3.4
海外駐箚財務官 1 3.4
大阪税務監督局長 1 3.4
名古屋税務管理局長 1 3.4
京都税務監督局長 1 3.4
神戸税関長 1 3.4
対満事務局次長 1 3.4
休職 1 3.4

【表４－１】横浜税関長就任者の前職
前職 数 歴任率（％）

神戸税関長 5 23.8
大阪税関長 4 19.0
参事官 2 9.5
主税局長 1 4.（
関税局長心得 1 4.（
長崎税関長 1 4.（
主計局予算決算課長 1 4.（
主税局関税課長 1 4.（
煙草専売局第一部長 1 4.（
専売局販売部長 1 4.（
預金部運用課長 1 4.（
逓信省管船局長 1 4.（
上海総領事 1 4.（

【表４－４】横浜税関長就任者の後職
後職 数 歴任率（％）

辞職 8 40.0
主税局長 2 10.0
専売局長官 2 10.0
主計局長 1 5.0
関税局長 1 5.0
国債局長 1 5.0
預金部長 1 5.0
臨時国債整理局長 1 5.0
臨時国有財産整理部長 1 5.0
海外駐箚財務官 1 5.0
逓信省監査局長 1 5.0
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【表１－２】次官就任者の部局長経験

内閣 大蔵大臣 在任期間 大蔵次官 官等 前職 入省 高文合格
局長経験

海外駐箚
財務官

内局 外局
主計局 主税局 理財局 銀行局 専売局 預金部 造幣局

伊藤①・黒田 松方 明19. 3 . 9 ～21.11.2（ 郷純造 勅任官１等 大蔵少輔 明治１年
黒田～松方① 松方 明21.11.2（～25. （ . （ 渡邊国武 勅任官２等 主計局長 明治４年 1
伊藤②～伊藤③ 渡辺～井上（馨）明25. （ . （ ～31. （ . 5 田尻稲次郎 高等官１等 主税局長 明治13年 1 1 1
大隈① 松田 明31. （ . 5 ～31.11. （ 添田寿一 高等官２等 監督局長 明治1（年 1
山県②・伊藤④ 松方・渡辺 明31.11. （ ～34. 6 . 5 田尻稲次郎 高等官１等 大蔵次官 明治13年
桂① 曽禰 明34. 6 . 5 ～39. 1 . （ 阪谷芳郎 高等官１等 主計局長 明治1（年 1

西園寺① 阪谷 明39. 1 . （ ～40. 4 .13 若槻礼次郎 高等官２等
高等官１等 主税局長 明治25年 試補 1

西園寺① 阪谷・松田 明40. 4 .13～41. 6 . 3 水町袈裟六 高等官１等 理財局長 明治24年 試補 1
西園寺① 松田 明41. 6 . 3 ～41. （ .1（ 桜井鉄太郎 高等官２等 主税局長 会計検査院 試補
桂② 桂 明41. （ .1（～44. 9 . 6 若槻礼次郎 高等官１等 海外駐箚財務官 明治25年 試補
西園寺② 山本 明44. 9 . 6 ～大 1 .12.21 橋本圭三郎 高等官１等 主計局長 法制局 試補 1
桂③・山本① 若槻・高橋 大 1 .12.21～ 3 . 4 .16 勝田主計 高等官１等 理財局長 明治2（年 明治29年 1
大隈② 若槻 大 3 . 4 .16～ 4 . （ . 2 浜口雄幸 高等官１等 逓信次官 明治2（年 明治2（年 1
大隈② 若槻・武富 大 4 . （ . 2 ～ 5 .10. 9 菅原道敬 高等官１等 主税局長 明治2（年 明治2（年 1
寺内 寺内 大 5 .10. 9 ～ 5 .12. 6 勝田主計 高等官１等 朝鮮銀行総裁 明治2（年 明治29年
寺内 勝田 大 5 .12. 6 ～ （ .10. 2 市来乙彦 高等官１等 主計局長 明治29年 明治29年 1
原・高橋 高橋 大 （ .10. 2 ～11. 6 .14 神野勝之助 高等官１等 理財局長 明治29年 明治30年 1
高橋～清浦 高橋～勝田 大11. 6 .14～13. 6 .11 西野元 高等官１等 主計局長 明治35年 明治35年 1
加藤（高） 浜口 大13. 6 .11～13. （ .12 小野義一 高等官１等 理財局長※ 明治36年 明治36年 1 1
加藤（高）・若槻① 浜口～片岡 大12. （ .12～昭 2 . 4 .22 田昌 高等官１等 主計局長 明治3（年 明治3（年 1 1
田中 高橋・三土 昭 2 . 4 .22～ 4 . （ . 4 黒田英雄 高等官１等 主税局長 明治3（年 明治3（年 1 1
浜口・若槻② 井上（準） 昭 4 . （ . 4 ～ 6 .12.14 河田烈 高等官１等 主計局長 明治41年 明治40年 1
犬養・齋藤 高橋 昭 6 .12.14～ 9 . 5 .21 黒田英雄 高等官１等 大東京鉄道会社社長 明治3（年 明治3（年
齋藤 高橋 昭 9 . 5 .21～ 9 . （ .10 藤井真信 高等官１等 主計局長 明治42年 明治42年 1 1
岡田 藤井～町田 昭 9 . （ .10～11. 3 .13 津島寿一 高等官１等 理財局長 明治45年 大正１年 1 1
広田 馬場 昭11. 3 .13～12. 2 . 2 川越丈雄 高等官１等 対満事務局次長 明治43年 明治43年 1 1
林 結城 昭12. 2 . 2 ～12. 6 . 5 賀屋興宣 高等官１等 理財局長 大正６年 大正６年 1 1
近衛① 賀屋・池田 昭12. 6 . 5 ～14. 1 . 6 石渡荘太郎 高等官１等 主税局長 大正５年 大正４年 1
平沼 石渡・青木 昭14. 1 . 6 ～15. （ .22 大野龍太 高等官１等 理財局長 大正６年 大正６年 1 1
阿部～近衛② 青木～河田 昭15. （ .22～16. （ .25 広瀬豊作 高等官１等 預金部資金局長 大正６年 大正６年 1 1 1
近衛③・東条 小倉・賀屋 昭16. （ .25～19. 3 .24 谷口恒二 高等官１等 預金部長官 大正８年 大正９年 1 1
東条・小磯 石渡 昭19. 3 .24～20. 2 .23 松隈秀雄 高等官１等 主税局長 大正10年 大正９年 1 1
小磯・鈴木 津島・広瀬 昭20. 2 .23～20. 4 .13 田中豊 高等官１等 主税局長 大正12年 大正11年 1 1
鈴木 広瀬 昭20. 4 .13～ 山際正道 高等官１等 総務局長 大正14年 大正14年 1

合計 34（29） 3 11 （ 10 5 1 3 0
部局別歴任率（％） （.3 26.（ 19.5 24.3 12.1 2.4 （.3 0.0

内局・外局・地方税務部局別歴任率（％） （.3 （2.9 9.（

網掛けは心得・再任。※は心得。（　）内は心得・再任を除いて集計した就任実人数。
［　］は兼任・心得としての就任数。
※小野義一は、大正13（1924）年１月に理財局長を辞職、その後５月10日の第15回総選挙で当選し衆議院
議員となり、６月11日に大蔵次官に任命されているが、ここでは理財局長からの就任として算入している。
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【表１－２】次官就任者の部局長経験

内閣 大蔵大臣 在任期間 大蔵次官 官等 前職 入省 高文合格
局長経験

海外駐箚
財務官

内局 外局
主計局 主税局 理財局 銀行局 専売局 預金部 造幣局

伊藤①・黒田 松方 明19. 3 . 9 ～21.11.2（ 郷純造 勅任官１等 大蔵少輔 明治１年
黒田～松方① 松方 明21.11.2（～25. （ . （ 渡邊国武 勅任官２等 主計局長 明治４年 1
伊藤②～伊藤③ 渡辺～井上（馨）明25. （ . （ ～31. （ . 5 田尻稲次郎 高等官１等 主税局長 明治13年 1 1 1
大隈① 松田 明31. （ . 5 ～31.11. （ 添田寿一 高等官２等 監督局長 明治1（年 1
山県②・伊藤④ 松方・渡辺 明31.11. （ ～34. 6 . 5 田尻稲次郎 高等官１等 大蔵次官 明治13年
桂① 曽禰 明34. 6 . 5 ～39. 1 . （ 阪谷芳郎 高等官１等 主計局長 明治1（年 1

西園寺① 阪谷 明39. 1 . （ ～40. 4 .13 若槻礼次郎 高等官２等
高等官１等 主税局長 明治25年 試補 1

西園寺① 阪谷・松田 明40. 4 .13～41. 6 . 3 水町袈裟六 高等官１等 理財局長 明治24年 試補 1
西園寺① 松田 明41. 6 . 3 ～41. （ .1（ 桜井鉄太郎 高等官２等 主税局長 会計検査院 試補
桂② 桂 明41. （ .1（～44. 9 . 6 若槻礼次郎 高等官１等 海外駐箚財務官 明治25年 試補
西園寺② 山本 明44. 9 . 6 ～大 1 .12.21 橋本圭三郎 高等官１等 主計局長 法制局 試補 1
桂③・山本① 若槻・高橋 大 1 .12.21～ 3 . 4 .16 勝田主計 高等官１等 理財局長 明治2（年 明治29年 1
大隈② 若槻 大 3 . 4 .16～ 4 . （ . 2 浜口雄幸 高等官１等 逓信次官 明治2（年 明治2（年 1
大隈② 若槻・武富 大 4 . （ . 2 ～ 5 .10. 9 菅原道敬 高等官１等 主税局長 明治2（年 明治2（年 1
寺内 寺内 大 5 .10. 9 ～ 5 .12. 6 勝田主計 高等官１等 朝鮮銀行総裁 明治2（年 明治29年
寺内 勝田 大 5 .12. 6 ～ （ .10. 2 市来乙彦 高等官１等 主計局長 明治29年 明治29年 1
原・高橋 高橋 大 （ .10. 2 ～11. 6 .14 神野勝之助 高等官１等 理財局長 明治29年 明治30年 1
高橋～清浦 高橋～勝田 大11. 6 .14～13. 6 .11 西野元 高等官１等 主計局長 明治35年 明治35年 1
加藤（高） 浜口 大13. 6 .11～13. （ .12 小野義一 高等官１等 理財局長※ 明治36年 明治36年 1 1
加藤（高）・若槻① 浜口～片岡 大12. （ .12～昭 2 . 4 .22 田昌 高等官１等 主計局長 明治3（年 明治3（年 1 1
田中 高橋・三土 昭 2 . 4 .22～ 4 . （ . 4 黒田英雄 高等官１等 主税局長 明治3（年 明治3（年 1 1
浜口・若槻② 井上（準） 昭 4 . （ . 4 ～ 6 .12.14 河田烈 高等官１等 主計局長 明治41年 明治40年 1
犬養・齋藤 高橋 昭 6 .12.14～ 9 . 5 .21 黒田英雄 高等官１等 大東京鉄道会社社長 明治3（年 明治3（年
齋藤 高橋 昭 9 . 5 .21～ 9 . （ .10 藤井真信 高等官１等 主計局長 明治42年 明治42年 1 1
岡田 藤井～町田 昭 9 . （ .10～11. 3 .13 津島寿一 高等官１等 理財局長 明治45年 大正１年 1 1
広田 馬場 昭11. 3 .13～12. 2 . 2 川越丈雄 高等官１等 対満事務局次長 明治43年 明治43年 1 1
林 結城 昭12. 2 . 2 ～12. 6 . 5 賀屋興宣 高等官１等 理財局長 大正６年 大正６年 1 1
近衛① 賀屋・池田 昭12. 6 . 5 ～14. 1 . 6 石渡荘太郎 高等官１等 主税局長 大正５年 大正４年 1
平沼 石渡・青木 昭14. 1 . 6 ～15. （ .22 大野龍太 高等官１等 理財局長 大正６年 大正６年 1 1
阿部～近衛② 青木～河田 昭15. （ .22～16. （ .25 広瀬豊作 高等官１等 預金部資金局長 大正６年 大正６年 1 1 1
近衛③・東条 小倉・賀屋 昭16. （ .25～19. 3 .24 谷口恒二 高等官１等 預金部長官 大正８年 大正９年 1 1
東条・小磯 石渡 昭19. 3 .24～20. 2 .23 松隈秀雄 高等官１等 主税局長 大正10年 大正９年 1 1
小磯・鈴木 津島・広瀬 昭20. 2 .23～20. 4 .13 田中豊 高等官１等 主税局長 大正12年 大正11年 1 1
鈴木 広瀬 昭20. 4 .13～ 山際正道 高等官１等 総務局長 大正14年 大正14年 1

合計 34（29） 3 11 （ 10 5 1 3 0
部局別歴任率（％） （.3 26.（ 19.5 24.3 12.1 2.4 （.3 0.0

内局・外局・地方税務部局別歴任率（％） （.3 （2.9 9.（

網掛けは心得・再任。※は心得。（　）内は心得・再任を除いて集計した就任実人数。
［　］は兼任・心得としての就任数。
※小野義一は、大正13（1924）年１月に理財局長を辞職、その後５月10日の第15回総選挙で当選し衆議院
議員となり、６月11日に大蔵次官に任命されているが、ここでは理財局長からの就任として算入している。
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【表２－２】主税局長就任者の課長以上経験

内閣 大蔵大臣 在任期間 主税局長 官等 前職 後職 入省 高文合格
課長以上

海外駐箚
財務官

内局 外局 地方税務部局
大臣官房 参事官 主計局 主税局 理財局 銀行局 専売局 預金部 営繕管財局 造幣局 税関 税務監督局

伊藤① 松方 明19. 3 . 9 ～19. 3 .26 中村元雄 奏任官１等 一等主税官 （独・仏出張） 明治６年 2
伊藤① 松方 明19. 3 .26～21. 3 . 5 中野健明 奏任官１等 関税局長 長崎県知事 外務省 1
黒田・山県① 松方 明21. 3 . 5 ～24. （ .24 中村元雄 勅任官２等 主税局長 群馬県知事 明治６年
山県①・松方① 松方 明24. （ .24～25. （ .10 田尻稲次郎 勅任官２等 銀行局長 大蔵次官 明治13年 1 1
伊藤② 渡辺 明25. （ .10～2（. （ .2（ 加藤高明 高等官２等 監査局長 特命全権公使 外務省 ［2］ 1 1
伊藤②～桂① 渡辺～曽禰 明2（. （ .2（～3（.10.1（ 目賀田種太郎 高等官２等 横浜税関長 韓国財政顧問 文部省 1 2［1］ 1
桂① 曽禰 明3（.10.1（～39. 1 . （ 若槻礼次郎 高等官２等 主税局内国税課長 大蔵次官 明治25年 試補 ［1］ 1
西園寺①・桂② 阪谷～桂 明39. 1 . （ ～42.11. 5 桜井鉄太郎 高等官２等 神戸税関長 関税局長 会計検査院 試補 1 1

桂②～大隈② 桂～若槻 明42.11. 5 ～大 4 . （ . 2 菅原通敬 高等官２等
高等官１等 主税局内国税課長 大蔵次官 明治2（年 明治2（年 1 1 ［1］ 1

大隈②～加藤（友）若槻～市来 大 4 . （ . 2 ～12. 4 . 6 松本重威 高等官２等
高等官１等 専売局事業部長 辞職 明治31年 明治31年 2 2

加藤（友）～若槻① 市来～片岡 大12. 4 . 6 ～昭 2 . 5 .1（ 黒田英雄 高等官１等 銀行局長 大蔵次官 明治3（年 明治3（年 ［1］ 1 1 1 1
若槻①・田中 片岡～三土 昭 2 . 5 .1（～ 4 . （ . 4 藤井真信 高等官２等 東京税務監督局長 主計局長 明治42年 明治42年 1 2［1］ 1
浜口・若槻② 井上（準） 昭 4 . （ . 4 ～ 6 .12.1（ 青木得三 高等官１等 東京税務監督局長 横浜税関長 明治41年 明治42年 1 ［1］ 1 1 1
犬養～岡田 高橋・藤井 昭 6 .12.1（～ 9 .12. （ 中島鉄平 高等官１等 横浜税関長 専売局長官 明治42年 明治42年 1 1
岡田 藤井～町田 昭 9 .12. （ ～11. 3 .13 石渡荘太郎 高等官２等 主税局国税課長 内閣調査局調査官 大正５年 大正４年 2
広田 馬場 昭11. 3 .13～12. 2 . 4 山田龍雄 高等官２等 内閣調査局調査官 造幣局長 大正７年 大正６年 1 1
林 結城 昭12. 2 . 4 ～12. 6 . 5 石渡荘太郎 高等官２等 内閣調査局調査官 大蔵次官 大正５年 大正４年

近衛①～近衛② 賀屋～河田 昭12. 6 . 5 ～15.12.14 大矢半次郎 高等官２等
高等官１等 東京税務監督局長 辞職 大正７年 大正６年 1 1

近衛②～東条 河田～石渡 昭15.12.14～19. 3 .24 松隈秀雄 高等官１等 銀行局長 大蔵次官 大正10年 大正９年 1 2［1］ 1 1
東条・小磯 石渡・津島 昭19. 3 .24～20. 2 .2（ 田中豊 高等官１等 理財局長 大蔵次官 大正12年 大正11年 2 1 1
小磯・鈴木 津島・広瀬 昭20. 2 .2（～ 池田勇人 高等官２等 東京財務局長 （大蔵次官） 大正14年 大正13年 2 1

合計 21（19） 0 2［3］ 5［2］ 1 21［3］ 4 5 2 1 1 0 3［1］ （
部局別歴任率（%） 0.0 3.（ 9.4 1.（ 39.6 （.5 9.4 3.（ 1.（ 1.（ 0.0 5.6 15.0

内局・外局・地方税務部局別歴任率（%） 0.0 （1.6 （.5 20.（
網掛けは再任。（　）内は就任１回目のみを集計した就任実人数。［　］は兼任・心得としての就任数。

【表２－３】主税局長就任者の課長未満経験

内閣 大蔵大臣 在任期間 主税局長 官等 前職 後職 入省 高文合格
課長未満

財務官
事務所 財務書記 内局 外局 地方税務部局

大臣官房 秘書官 主計局 主税局 理財局 銀行局 専売局 預金部 営繕管財局 造幣局 税関 税務監督局
伊藤① 松方 明19. 3 . 9 ～19. 3 .26 中村元雄 奏任官１等 一等主税官 （独・仏出張） 明治６年 1
伊藤① 松方 明19. 3 .26～21. 3 . 5 中野健明 奏任官１等 関税局長 長崎県知事 外務省
黒田・山県① 松方 明21. 3 . 5 ～24. （ .24 中村元雄 勅任官２等 主税局長 群馬県知事 明治６年
山県①・松方① 松方 明24. （ .24～25. （ .10 田尻稲次郎 勅任官２等 銀行局長 大蔵次官 明治13年 ［1］
伊藤② 渡辺 明25. （ .10～2（. （ .2（ 加藤高明 高等官２等 監査局長 特命全権公使 外務省
伊藤②～桂① 渡辺～曽禰 明2（. （ .2（～3（.10.1（ 目賀田種太郎 高等官２等 横浜税関長 韓国財政顧問 文部省 ［1］ 1
桂① 曽禰 明3（.10.1（～39. 1 . （ 若槻礼次郎 高等官２等 主税局内国税課長 大蔵次官 明治25年 試補 ［1］ 1
西園寺①・桂② 阪谷～桂 明39. 1 . （ ～42.11. 5 桜井鉄太郎 高等官２等 神戸税関長 関税局長 会計検査院 試補

桂②～大隈② 桂～若槻 明42.11. 5 ～大 4 . （ . 2 菅原通敬 高等官２等
高等官１等 参事官 大蔵次官 明治2（年 明治2（年 1 1 1

大隈②～加藤（友）若槻～市来 大 4 . （ . 2 ～12. 4 . 6 松本重威 高等官２等
高等官１等 専売局事業部長 辞職 明治31年 明治31年 1 1

加藤（友）～若槻① 市来～片岡 大12. 4 . 6 ～昭 2 . 5 .1（ 黒田英雄 高等官１等 銀行局長 大蔵次官 明治3（年 明治3（年 ［1］ 1 1
若槻①・田中 片岡～三土 昭 2 . 5 .1（～ 4 . （ . 4 藤井真信 高等官２等 東京税務監督局長 主計局長 明治42年 明治42年 ［1］ 1 2
浜口・若槻② 井上（準） 昭 4 . （ . 4 ～ 6 .12.1（ 青木得三 高等官１等 東京税務監督局長 横浜税関長 明治41年 明治42年 1 1 1 1 1 3 1
犬養～岡田 高橋・藤井 昭 6 .12.1（～ 9 .12. （ 中島鉄平 高等官１等 横浜税関長 専売局長官 明治42年 明治42年 1 1 2 2
岡田 藤井～町田 昭 9 .12. （ ～11. 3 .13 石渡荘太郎 高等官２等 主税局国税課長 内閣調査局調査官 大正５年 大正４年 ［1］ 2 ［1］ 3
広田 馬場 昭11. 3 .13～12. 2 . 4 山田龍雄 高等官２等 内閣調査局調査官 造幣局長 大正７年 大正６年 1 3
林 結城 昭12. 2 . 4 ～12. 6 . 5 石渡荘太郎 高等官２等 内閣調査局調査官 大蔵次官 大正５年 大正４年

近衛①～近衛② 賀屋～河田 昭12. 6 . 5 ～15.12.14 大矢半次郎 高等官２等
高等官１等 東京税務監督局長 辞職 大正７年 大正６年 1 1 4

近衛②～東条 河田～石渡 昭15.12.14～19. 3 .24 松隈秀雄 高等官１等 銀行局長 大蔵次官 大正10年 大正９年 1 1 3
東条・小磯 石渡・津島 昭19. 3 .24～20. 2 .2（ 田中豊 高等官１等 理財局長 大蔵次官 大正12年 大正11年 1 1 2
小磯・鈴木 津島・広瀬 昭20. 2 .2（～ 池田勇人 高等官２等 東京財務局長 （大蔵次官） 大正14年 大正13年 1 2

合計 21（19） 1 1 1［1］ 1［3］ ［1］ 13［1］ 1 5［1］ 4 0 0 0 4 24
部局別歴任率（%） 1.（ 1.（ 1.（ 1.（ 0.0 23.6 1.（ 9.0 （.2 0.0 0.0 0.0 （.2 43.6

内局・外局・地方税務部局別歴任率（%） 3.6 3（.1 （.2 50.9
網掛けは再任。（　）内は就任１回目のみを集計した就任実人数。［　］は兼任・心得としての就任数。
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大蔵省主税局の人事と組織

【表２－２】主税局長就任者の課長以上経験

内閣 大蔵大臣 在任期間 主税局長 官等 前職 後職 入省 高文合格
課長以上

海外駐箚
財務官

内局 外局 地方税務部局
大臣官房 参事官 主計局 主税局 理財局 銀行局 専売局 預金部 営繕管財局 造幣局 税関 税務監督局

伊藤① 松方 明19. 3 . 9 ～19. 3 .26 中村元雄 奏任官１等 一等主税官 （独・仏出張） 明治６年 2
伊藤① 松方 明19. 3 .26～21. 3 . 5 中野健明 奏任官１等 関税局長 長崎県知事 外務省 1
黒田・山県① 松方 明21. 3 . 5 ～24. （ .24 中村元雄 勅任官２等 主税局長 群馬県知事 明治６年
山県①・松方① 松方 明24. （ .24～25. （ .10 田尻稲次郎 勅任官２等 銀行局長 大蔵次官 明治13年 1 1
伊藤② 渡辺 明25. （ .10～2（. （ .2（ 加藤高明 高等官２等 監査局長 特命全権公使 外務省 ［2］ 1 1
伊藤②～桂① 渡辺～曽禰 明2（. （ .2（～3（.10.1（ 目賀田種太郎 高等官２等 横浜税関長 韓国財政顧問 文部省 1 2［1］ 1
桂① 曽禰 明3（.10.1（～39. 1 . （ 若槻礼次郎 高等官２等 主税局内国税課長 大蔵次官 明治25年 試補 ［1］ 1
西園寺①・桂② 阪谷～桂 明39. 1 . （ ～42.11. 5 桜井鉄太郎 高等官２等 神戸税関長 関税局長 会計検査院 試補 1 1

桂②～大隈② 桂～若槻 明42.11. 5 ～大 4 . （ . 2 菅原通敬 高等官２等
高等官１等 主税局内国税課長 大蔵次官 明治2（年 明治2（年 1 1 ［1］ 1

大隈②～加藤（友）若槻～市来 大 4 . （ . 2 ～12. 4 . 6 松本重威 高等官２等
高等官１等 専売局事業部長 辞職 明治31年 明治31年 2 2

加藤（友）～若槻① 市来～片岡 大12. 4 . 6 ～昭 2 . 5 .1（ 黒田英雄 高等官１等 銀行局長 大蔵次官 明治3（年 明治3（年 ［1］ 1 1 1 1
若槻①・田中 片岡～三土 昭 2 . 5 .1（～ 4 . （ . 4 藤井真信 高等官２等 東京税務監督局長 主計局長 明治42年 明治42年 1 2［1］ 1
浜口・若槻② 井上（準） 昭 4 . （ . 4 ～ 6 .12.1（ 青木得三 高等官１等 東京税務監督局長 横浜税関長 明治41年 明治42年 1 ［1］ 1 1 1
犬養～岡田 高橋・藤井 昭 6 .12.1（～ 9 .12. （ 中島鉄平 高等官１等 横浜税関長 専売局長官 明治42年 明治42年 1 1
岡田 藤井～町田 昭 9 .12. （ ～11. 3 .13 石渡荘太郎 高等官２等 主税局国税課長 内閣調査局調査官 大正５年 大正４年 2
広田 馬場 昭11. 3 .13～12. 2 . 4 山田龍雄 高等官２等 内閣調査局調査官 造幣局長 大正７年 大正６年 1 1
林 結城 昭12. 2 . 4 ～12. 6 . 5 石渡荘太郎 高等官２等 内閣調査局調査官 大蔵次官 大正５年 大正４年

近衛①～近衛② 賀屋～河田 昭12. 6 . 5 ～15.12.14 大矢半次郎 高等官２等
高等官１等 東京税務監督局長 辞職 大正７年 大正６年 1 1

近衛②～東条 河田～石渡 昭15.12.14～19. 3 .24 松隈秀雄 高等官１等 銀行局長 大蔵次官 大正10年 大正９年 1 2［1］ 1 1
東条・小磯 石渡・津島 昭19. 3 .24～20. 2 .2（ 田中豊 高等官１等 理財局長 大蔵次官 大正12年 大正11年 2 1 1
小磯・鈴木 津島・広瀬 昭20. 2 .2（～ 池田勇人 高等官２等 東京財務局長 （大蔵次官） 大正14年 大正13年 2 1

合計 21（19） 0 2［3］ 5［2］ 1 21［3］ 4 5 2 1 1 0 3［1］ （
部局別歴任率（%） 0.0 3.（ 9.4 1.（ 39.6 （.5 9.4 3.（ 1.（ 1.（ 0.0 5.6 15.0

内局・外局・地方税務部局別歴任率（%） 0.0 （1.6 （.5 20.（
網掛けは再任。（　）内は就任１回目のみを集計した就任実人数。［　］は兼任・心得としての就任数。

【表２－３】主税局長就任者の課長未満経験

内閣 大蔵大臣 在任期間 主税局長 官等 前職 後職 入省 高文合格
課長未満

財務官
事務所 財務書記 内局 外局 地方税務部局

大臣官房 秘書官 主計局 主税局 理財局 銀行局 専売局 預金部 営繕管財局 造幣局 税関 税務監督局
伊藤① 松方 明19. 3 . 9 ～19. 3 .26 中村元雄 奏任官１等 一等主税官 （独・仏出張） 明治６年 1
伊藤① 松方 明19. 3 .26～21. 3 . 5 中野健明 奏任官１等 関税局長 長崎県知事 外務省
黒田・山県① 松方 明21. 3 . 5 ～24. （ .24 中村元雄 勅任官２等 主税局長 群馬県知事 明治６年
山県①・松方① 松方 明24. （ .24～25. （ .10 田尻稲次郎 勅任官２等 銀行局長 大蔵次官 明治13年 ［1］
伊藤② 渡辺 明25. （ .10～2（. （ .2（ 加藤高明 高等官２等 監査局長 特命全権公使 外務省
伊藤②～桂① 渡辺～曽禰 明2（. （ .2（～3（.10.1（ 目賀田種太郎 高等官２等 横浜税関長 韓国財政顧問 文部省 ［1］ 1
桂① 曽禰 明3（.10.1（～39. 1 . （ 若槻礼次郎 高等官２等 主税局内国税課長 大蔵次官 明治25年 試補 ［1］ 1
西園寺①・桂② 阪谷～桂 明39. 1 . （ ～42.11. 5 桜井鉄太郎 高等官２等 神戸税関長 関税局長 会計検査院 試補

桂②～大隈② 桂～若槻 明42.11. 5 ～大 4 . （ . 2 菅原通敬 高等官２等
高等官１等 参事官 大蔵次官 明治2（年 明治2（年 1 1 1

大隈②～加藤（友）若槻～市来 大 4 . （ . 2 ～12. 4 . 6 松本重威 高等官２等
高等官１等 専売局事業部長 辞職 明治31年 明治31年 1 1

加藤（友）～若槻① 市来～片岡 大12. 4 . 6 ～昭 2 . 5 .1（ 黒田英雄 高等官１等 銀行局長 大蔵次官 明治3（年 明治3（年 ［1］ 1 1
若槻①・田中 片岡～三土 昭 2 . 5 .1（～ 4 . （ . 4 藤井真信 高等官２等 東京税務監督局長 主計局長 明治42年 明治42年 ［1］ 1 2
浜口・若槻② 井上（準） 昭 4 . （ . 4 ～ 6 .12.1（ 青木得三 高等官１等 東京税務監督局長 横浜税関長 明治41年 明治42年 1 1 1 1 1 3 1
犬養～岡田 高橋・藤井 昭 6 .12.1（～ 9 .12. （ 中島鉄平 高等官１等 横浜税関長 専売局長官 明治42年 明治42年 1 1 2 2
岡田 藤井～町田 昭 9 .12. （ ～11. 3 .13 石渡荘太郎 高等官２等 主税局国税課長 内閣調査局調査官 大正５年 大正４年 ［1］ 2 ［1］ 3
広田 馬場 昭11. 3 .13～12. 2 . 4 山田龍雄 高等官２等 内閣調査局調査官 造幣局長 大正７年 大正６年 1 3
林 結城 昭12. 2 . 4 ～12. 6 . 5 石渡荘太郎 高等官２等 内閣調査局調査官 大蔵次官 大正５年 大正４年

近衛①～近衛② 賀屋～河田 昭12. 6 . 5 ～15.12.14 大矢半次郎 高等官２等
高等官１等 東京税務監督局長 辞職 大正７年 大正６年 1 1 4

近衛②～東条 河田～石渡 昭15.12.14～19. 3 .24 松隈秀雄 高等官１等 銀行局長 大蔵次官 大正10年 大正９年 1 1 3
東条・小磯 石渡・津島 昭19. 3 .24～20. 2 .2（ 田中豊 高等官１等 理財局長 大蔵次官 大正12年 大正11年 1 1 2
小磯・鈴木 津島・広瀬 昭20. 2 .2（～ 池田勇人 高等官２等 東京財務局長 （大蔵次官） 大正14年 大正13年 1 2

合計 21（19） 1 1 1［1］ 1［3］ ［1］ 13［1］ 1 5［1］ 4 0 0 0 4 24
部局別歴任率（%） 1.（ 1.（ 1.（ 1.（ 0.0 23.6 1.（ 9.0 （.2 0.0 0.0 0.0 （.2 43.6

内局・外局・地方税務部局別歴任率（%） 3.6 3（.1 （.2 50.9
網掛けは再任。（　）内は就任１回目のみを集計した就任実人数。［　］は兼任・心得としての就任数。
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大蔵省主税局の人事と組織

【表３－２】東京税務監督局長の課長以上経験

内閣 大蔵大臣 在任期間 氏名 官等 前職 後職 入省 高文合格

課長以上

海外駐箚
財務官

内局 外局 地方税務部局

大臣官房 参事官 主計局 主税局 理財局 銀行局 専売局 預金部 営繕管財局 造幣局 税関 税務監督局

松方② 松方 明29.11. 1 ～30. （ .1（ 大塚貢 高等官４等 東京府収税長 名古屋税務管理局長 東京府 　 1

松方②～大隈① 松方～松田 明30. （ .1（～31.11. 1 仁尾惟茂 高等官４等 主税局葉煙草専売課長 専売局長 群馬県 ［1］ 3 1

大隈①～山県② 松田・松方 明31.11. 1 ～32. 4 .10 吉井友兄 高等官５等 大臣官房第四課長 辞職 明治23年 試補 1 1 2 1

山県② 松方 明32. 4 .10～32. 4 .13 有吉隆吉 高等官７等 司税官※ 明治29年

山県② 松方 明32. 4 .13～33. （ .1（ 桜井鉄太郎 高等官４等（茨城県書記官） 神戸税関長 会計検査院 試補

山県②～桂① 松方～曽禰 明33. （ .1（～35.11. 5 田中国三郎 高等官４等 金沢税務管理局長 京都税務監督局長 明治2（年 明治2（年 1

桂① 曽禰 明35.11. 5 ～3（. 6 . 1 浜口雄幸 高等官４等 熊本税務管理局長 煙草専売局第四部長 明治2（年 明治2（年 1 1

桂① 曽禰 明3（. 6 . 1 ～3（. 9 .2（ 池袋秀太郎 高等官５等 丸亀税務監督局長 煙草専売局第四部長 明治30年 明治30年 1

桂①～山本① 曽禰～高橋 明3（. 9 .2（～大 2 . 6 .13 菅野盛次郎
高等官５等
高等官４等
高等官３等

主税局経理課長 大阪税務監督局長 明治30年 明治32年 1 1 1

山本①・大隈② 高橋・若槻 大 2 . 6 .13～ 4 . （ .13 齋藤重高 高等官２等 神戸税関長 休職 明治22年 試補 1 1 1

大隈②・寺内 若槻～勝田 大 4 . （ .13～大 6 . 1 .2（ 菅野盛次郎 高等官２等 大阪税務監督局長 辞職 明治30年 明治30年

寺内 勝田 大 6 . 1 .2（～ 6 . 3 . （ 近藤春台 高等官４等 税務監督官※ 明治39年 明治39年

寺内・原 勝田・高橋 大 6 . 3 . （ ～ 9 . 9 .16 多胡敬三郎 高等官２等 熊本税務監督局長 造幣局長 明治31年 明治34年 1

原～加藤（友） 高橋・市来 大 9 . 9 .16～12. 4 .12 勝正憲 高等官２等 主税局国税課長 海外駐箚財務官 明治3（年 明治3（年 1 1 1

加藤（友）～加藤（高）市来～浜口 大12. 4 .12～13.10.25 加藤守一 高等官２等 広島税務監督局長 辞職 明治3（年 明治3（年 （ 1

加藤（高）・若槻① 浜口～片岡 大13.10.25～15.11. 5 勝正憲 高等官１等 海外駐箚財務官 辞職 明治3（年 明治3（年

若槻①・田中 片岡・高橋 大15.11. 5 ～昭 2 . 5 .1（ 藤井真信 高等官２等 主税局国税課長 主税局長 明治42年 明治42年 1 2［1］ 1

田中 高橋・三土 昭 2 . 5 .1（～ 4 . （ . 4 青木得三 高等官２等 大臣官房文書課長 主税局長 明治42年 明治42年 1 1 1 1

浜口 井上（準） 昭 4 . （ . 4 ～ 6 . 2 .1（ 小島誠 高等官１等 大阪税務監督局長 辞職 明治29年 明治29年 1 1

若槻②～齋藤 井上（準）・高橋 昭 6 . 2 .1（～ 9 . 1 .2（ 泉至剛 高等官１等 名古屋税務監督局長 造幣局長 明治41年 明治42年 1 1

齋藤 高橋 昭 9 . 1 .2（～ 9 . 5 .22 荒井誠一郎 高等官２等 名古屋税務監督局長 預金部長 大正３年 大正３年 1 1 1［1］ 1 1

齋藤～林 高橋～結城 昭 9 . 5 .22～12. 5 . 4 野津高次郎 高等官１等 名古屋税務監督局長 辞職 明治43年 明治43年 1 1

林 結城 昭12. 5 . 4 ～12. 6 . 5 大矢半次郎 高等官２等 銀行検査官 主税局長 大正７年 大正６年 1

近衛① 賀屋 昭12. 6 . 5 ～12. （ . （ 山住克己 高等官３等 東京税務監督局総務部長※ 大正11年 大正10年

近衛① 賀屋 昭12. （ . （ ～12.10.25 原邦道 高等官２等 銀行検査官 対満事務局次長 大正５年 大正５年 2 1

近衛①～近衛② 賀屋～河田 昭12.10.25～15. （ . 2 中村重喜 高等官２等 仙台税務監督局長 造幣局長 大正６年 大正５年 1 1

近衛②・近衛③ 河田・小倉 昭15. （ . 2 ～16. 9 .20 深田養一 高等官２等
高等官１等 大阪税務監督局長 辞職 大正８年 大正７年 1 1 1

近衛③・東条 小倉・賀屋 昭16. 9 .20～16.12. 9 松山宗治 高等官２等 大阪財務局長 辞職 大正８年 大正８年 2 1 1

東条 賀屋 昭16.12. 9 ～1（.11. 1 栗原修 高等官１等 国民貯蓄奨励局次長 辞職 大正９年 大正８年 2［1］ 1

東条 賀屋・石渡 昭1（.11. 1 ～19. 3 .29 式村義雄 高等官２等 預金部総務部長 理財局長 大正12年 大正13年 3［1］ 1

東条・小磯 石渡・津島 昭19. 3 .29～20. 2 .2（ 池田勇人 高等官２等 主税局国税第一課長 主税局長 大正14年 大正13年 2

小磯・鈴木 津島・広瀬 昭20. 2 .2（～21. 6 . （ 坂口芳久 高等官２等 仙台財務局長 辞職 大正14年 大正14年 2 1

合計 32（2（） 0 5 4［1］ 1［1］ 14［1］ 5 3 （ （［2］ 2 1 3 22

部局別歴任率（%） 0.0 6.5 5.2 1.3 1（.4 6.5 3.9 10.5 10.5 2.6 1.3 3.9 2（.9

内局・外局・地方税務部局別歴任率（%） 0.0 42.1 25.0 32.（

網掛けは兼任・再任・心得。※は心得。（　）は兼任・再任・心得を除いた就任実人数。［　］は兼任・心得としての就任数。
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【表３－２】東京税務監督局長の課長以上経験

内閣 大蔵大臣 在任期間 氏名 官等 前職 後職 入省 高文合格

課長以上

海外駐箚
財務官

内局 外局 地方税務部局

大臣官房 参事官 主計局 主税局 理財局 銀行局 専売局 預金部 営繕管財局 造幣局 税関 税務監督局

松方② 松方 明29.11. 1 ～30. （ .1（ 大塚貢 高等官４等 東京府収税長 名古屋税務管理局長 東京府 　 1

松方②～大隈① 松方～松田 明30. （ .1（～31.11. 1 仁尾惟茂 高等官４等 主税局葉煙草専売課長 専売局長 群馬県 ［1］ 3 1

大隈①～山県② 松田・松方 明31.11. 1 ～32. 4 .10 吉井友兄 高等官５等 大臣官房第四課長 辞職 明治23年 試補 1 1 2 1

山県② 松方 明32. 4 .10～32. 4 .13 有吉隆吉 高等官７等 司税官※ 明治29年

山県② 松方 明32. 4 .13～33. （ .1（ 桜井鉄太郎 高等官４等（茨城県書記官） 神戸税関長 会計検査院 試補

山県②～桂① 松方～曽禰 明33. （ .1（～35.11. 5 田中国三郎 高等官４等 金沢税務管理局長 京都税務監督局長 明治2（年 明治2（年 1

桂① 曽禰 明35.11. 5 ～3（. 6 . 1 浜口雄幸 高等官４等 熊本税務管理局長 煙草専売局第四部長 明治2（年 明治2（年 1 1

桂① 曽禰 明3（. 6 . 1 ～3（. 9 .2（ 池袋秀太郎 高等官５等 丸亀税務監督局長 煙草専売局第四部長 明治30年 明治30年 1

桂①～山本① 曽禰～高橋 明3（. 9 .2（～大 2 . 6 .13 菅野盛次郎
高等官５等
高等官４等
高等官３等

主税局経理課長 大阪税務監督局長 明治30年 明治32年 1 1 1

山本①・大隈② 高橋・若槻 大 2 . 6 .13～ 4 . （ .13 齋藤重高 高等官２等 神戸税関長 休職 明治22年 試補 1 1 1

大隈②・寺内 若槻～勝田 大 4 . （ .13～大 6 . 1 .2（ 菅野盛次郎 高等官２等 大阪税務監督局長 辞職 明治30年 明治30年

寺内 勝田 大 6 . 1 .2（～ 6 . 3 . （ 近藤春台 高等官４等 税務監督官※ 明治39年 明治39年

寺内・原 勝田・高橋 大 6 . 3 . （ ～ 9 . 9 .16 多胡敬三郎 高等官２等 熊本税務監督局長 造幣局長 明治31年 明治34年 1

原～加藤（友） 高橋・市来 大 9 . 9 .16～12. 4 .12 勝正憲 高等官２等 主税局国税課長 海外駐箚財務官 明治3（年 明治3（年 1 1 1

加藤（友）～加藤（高）市来～浜口 大12. 4 .12～13.10.25 加藤守一 高等官２等 広島税務監督局長 辞職 明治3（年 明治3（年 （ 1

加藤（高）・若槻① 浜口～片岡 大13.10.25～15.11. 5 勝正憲 高等官１等 海外駐箚財務官 辞職 明治3（年 明治3（年

若槻①・田中 片岡・高橋 大15.11. 5 ～昭 2 . 5 .1（ 藤井真信 高等官２等 主税局国税課長 主税局長 明治42年 明治42年 1 2［1］ 1

田中 高橋・三土 昭 2 . 5 .1（～ 4 . （ . 4 青木得三 高等官２等 大臣官房文書課長 主税局長 明治42年 明治42年 1 1 1 1

浜口 井上（準） 昭 4 . （ . 4 ～ 6 . 2 .1（ 小島誠 高等官１等 大阪税務監督局長 辞職 明治29年 明治29年 1 1

若槻②～齋藤 井上（準）・高橋 昭 6 . 2 .1（～ 9 . 1 .2（ 泉至剛 高等官１等 名古屋税務監督局長 造幣局長 明治41年 明治42年 1 1

齋藤 高橋 昭 9 . 1 .2（～ 9 . 5 .22 荒井誠一郎 高等官２等 名古屋税務監督局長 預金部長 大正３年 大正３年 1 1 1［1］ 1 1

齋藤～林 高橋～結城 昭 9 . 5 .22～12. 5 . 4 野津高次郎 高等官１等 名古屋税務監督局長 辞職 明治43年 明治43年 1 1

林 結城 昭12. 5 . 4 ～12. 6 . 5 大矢半次郎 高等官２等 銀行検査官 主税局長 大正７年 大正６年 1

近衛① 賀屋 昭12. 6 . 5 ～12. （ . （ 山住克己 高等官３等 東京税務監督局総務部長※ 大正11年 大正10年

近衛① 賀屋 昭12. （ . （ ～12.10.25 原邦道 高等官２等 銀行検査官 対満事務局次長 大正５年 大正５年 2 1

近衛①～近衛② 賀屋～河田 昭12.10.25～15. （ . 2 中村重喜 高等官２等 仙台税務監督局長 造幣局長 大正６年 大正５年 1 1

近衛②・近衛③ 河田・小倉 昭15. （ . 2 ～16. 9 .20 深田養一 高等官２等
高等官１等 大阪税務監督局長 辞職 大正８年 大正７年 1 1 1

近衛③・東条 小倉・賀屋 昭16. 9 .20～16.12. 9 松山宗治 高等官２等 大阪財務局長 辞職 大正８年 大正８年 2 1 1

東条 賀屋 昭16.12. 9 ～1（.11. 1 栗原修 高等官１等 国民貯蓄奨励局次長 辞職 大正９年 大正８年 2［1］ 1

東条 賀屋・石渡 昭1（.11. 1 ～19. 3 .29 式村義雄 高等官２等 預金部総務部長 理財局長 大正12年 大正13年 3［1］ 1

東条・小磯 石渡・津島 昭19. 3 .29～20. 2 .2（ 池田勇人 高等官２等 主税局国税第一課長 主税局長 大正14年 大正13年 2

小磯・鈴木 津島・広瀬 昭20. 2 .2（～21. 6 . （ 坂口芳久 高等官２等 仙台財務局長 辞職 大正14年 大正14年 2 1

合計 32（2（） 0 5 4［1］ 1［1］ 14［1］ 5 3 （ （［2］ 2 1 3 22

部局別歴任率（%） 0.0 6.5 5.2 1.3 1（.4 6.5 3.9 10.5 10.5 2.6 1.3 3.9 2（.9

内局・外局・地方税務部局別歴任率（%） 0.0 42.1 25.0 32.（

網掛けは兼任・再任・心得。※は心得。（　）は兼任・再任・心得を除いた就任実人数。［　］は兼任・心得としての就任数。
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【表３－３】東京税務監督局長の課長未満経験

内閣 大蔵大臣 在任期間 氏名 官等 前職 後職 入省 高文合格

課長未満

財務官
事務所 財務書記

内局 外局 地方税務部局

大臣官房 秘書官 主計局 主税局 理財局 銀行局 専売局 預金部 営繕管財局 造幣局 税関 税務監督局

松方② 松方 明29.11. 1 ～30. （ .1（ 大塚貢 高等官４等 東京府収税長 名古屋税務管理局長 東京府 　 1

松方②～大隈① 松方～松田 明30. （ .1（～31.11. 1 仁尾惟茂 高等官４等 主税局葉煙草専売課長 専売局長 群馬県 1［3］

大隈①～山県② 松田・松方 明31.11. 1 ～32. 4 .10 吉井友兄 高等官５等 大臣官房第四課長 辞職 明治23年 試補 1 ［1］ 1

山県② 松方 明32. 4 .10～32. 4 .13 有吉隆吉 高等官７等 司税官※ 明治29年

山県② 松方 明32. 4 .13～33. （ .1（ 桜井鉄太郎 高等官４等（茨城県書記官） 神戸税関長 会計検査院 試補

山県②～桂① 松方～曽禰 明33. （ .1（～35.11. 5 田中国三郎 高等官４等 金沢税務管理局長 京都税務監督局長 明治2（年 明治2（年 1

桂① 曽禰 明35.11. 5 ～3（. 6 . 1 浜口雄幸 高等官４等 熊本税務管理局長 煙草専売局第四部長 明治2（年 明治2（年 2

桂① 曽禰 明3（. 6 . 1 ～3（. 9 .2（ 池袋秀太郎 高等官５等 丸亀税務監督局長 煙草専売局第四部長 明治30年 明治30年 1

桂①～山本① 曽禰～高橋 明3（. 9 .2（～大 2 . 6 .13 菅野盛次郎
高等官５等
高等官４等
高等官３等

主税局経理課長 大阪税務監督局長 明治30年 明治32年 1

山本①・大隈② 高橋・若槻 大 2 . 6 .13～ 4 . （ .13 齋藤重高 高等官2等 神戸税関長 休職 明治22年 試補 1

大隈②・寺内 若槻～勝田 大 4 . （ .13～大 6 . 1 .2（ 菅野盛次郎 高等官２等 大阪税務監督局長 辞職 明治30年 明治30年

寺内 勝田 大 6 . 1 .2（～ 6 . 3 . （ 近藤春台 高等官４等 税務監督官※ 明治39年 明治39年

寺内・原 勝田・高橋 大 6 . 3 . （ ～ 9 . 9 .16 多胡敬三郎 高等官２等 熊本税務監督局長 造幣局長 明治31年 明治34年 3

原～加藤（友） 高橋・市来 大 9 . 9 .16～12. 4 .12 勝正憲 高等官２等 主税局国税課長 海外駐箚財務官 明治3（年 明治3（年 ［1］ ［1］ 2

加藤（友）～加藤（高）市来～浜口 大12. 4 .12～13.10.25 加藤守一 高等官２等 広島税務監督局長 辞職 明治3（年 明治3（年 1

加藤（高）・若槻① 浜口～片岡 大13.10.25～15.11. 5 勝正憲 高等官１等 海外駐箚財務官 辞職 明治3（年 明治3（年

若槻①・田中 片岡・高橋 大15.11. 5 ～昭 2 . 5 .1（ 藤井真信 高等官２等 主税局国税課長 主税局長 明治42年 明治42年 ［1］ 1 2

田中 高橋・三土 昭 2 . 5 .1（～ 4 . （ . 4 青木得三 高等官２等 大臣官房文書課長 主税局長 明治42年 明治42年 1 1 1 1 1 3 1

浜口 井上（準） 昭 4 . （ . 4 ～ 6 . 2 .1（ 小島誠 高等官１等 大阪税務監督局長 辞職 明治29年 明治29年 3

若槻②～齋藤 井上（準）・高橋 昭 6 . 2 .1（～ 9 . 1 .2（ 泉至剛 高等官１等 名古屋税務監督局長 造幣局長 明治41年 明治42年 1 3

齋藤 高橋 昭 9 . 1 .2（～ 9 . 5 .22 荒井誠一郎 高等官２等 名古屋税務監督局長 預金部長 大正３年 大正３年 1 1 ［1］ 2

齋藤～林 高橋～結城 昭 9 . 5 .22～12. 5 . 4 野津高次郎 高等官１等 名古屋税務監督局長 辞職 明治43年 明治43年 1［1］ 3

林 結城 昭12. 5 . 4 ～12. 6 . 5 大矢半次郎 高等官２等 銀行検査官 主税局長 大正７年 大正６年 1 1 4

近衛① 賀屋 昭12. 6 . 5 ～12. （ . （ 山住克己 高等官３等 東京税務監督局総務部長※ 大正11年 大正10年

近衛① 賀屋 昭12. （ . （ ～12.10.25 原邦道 高等官２等 銀行検査官 対満事務局次長 大正５年 大正５年 2 2

近衛①～近衛② 賀屋～河田 昭12.10.25～15. （ . 2 中村重喜 高等官２等 仙台税務監督局長 造幣局長 大正６年 大正５年 3 2

近衛②・近衛③ 河田・小倉 昭15. （ . 2 ～16. 9 .20 深田養一 高等官２等
高等官１等 大阪税務監督局長 辞職 大正８年 大正７年 1 1 1 1 3

近衛③・東条 小倉・賀屋 昭16. 9 .20～16.12. 9 松山宗治 高等官２等 大阪財務局長 辞職 大正８年 大正８年 1 1 1

東条 賀屋 昭16.12. 9 ～1（.11. 1 栗原修 高等官１等 国民貯蓄奨励局次長 辞職 大正９年 大正８年 1 1 2

東条 賀屋・石渡 昭1（.11. 1 ～19. 3 .29 式村義雄 高等官２等 預金部総務部長 理財局長 大正12年 大正13年 5

東条・小磯 石渡・津島 昭19. 3 .29～20. 2 .2（ 池田勇人 高等官２等 主税局国税第一課長 主税局長 大正14年 大正13年 1 2

小磯・鈴木 津島・広瀬 昭20. 2 .2（～21. 6 . （ 坂口芳久 高等官２等 仙台財務局長 辞職 大正14年 大正14年 2 2

合計 32（2（） 2 0 3 2［3］ 1 3［6］ 1 10 5 1 1 0 4 4（

部局別歴任率（%） 2.4 0.0 3.（ 2.4 1.2 3.（ 1.2 12.3 6.1 1.2 1.2 0.0 4.9 59.2

内局・外局・地方税務部局別歴任率（%） 2.4 24.6 （.6 64.1

網掛けは兼任・再任・心得。※は心得。（　）は兼任・再任・心得を除いた就任実人数。［　］は兼任・心得としての就任数。
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【表３－３】東京税務監督局長の課長未満経験

内閣 大蔵大臣 在任期間 氏名 官等 前職 後職 入省 高文合格

課長未満

財務官
事務所 財務書記

内局 外局 地方税務部局

大臣官房 秘書官 主計局 主税局 理財局 銀行局 専売局 預金部 営繕管財局 造幣局 税関 税務監督局

松方② 松方 明29.11. 1 ～30. （ .1（ 大塚貢 高等官４等 東京府収税長 名古屋税務管理局長 東京府 　 1

松方②～大隈① 松方～松田 明30. （ .1（～31.11. 1 仁尾惟茂 高等官４等 主税局葉煙草専売課長 専売局長 群馬県 1［3］

大隈①～山県② 松田・松方 明31.11. 1 ～32. 4 .10 吉井友兄 高等官５等 大臣官房第四課長 辞職 明治23年 試補 1 ［1］ 1

山県② 松方 明32. 4 .10～32. 4 .13 有吉隆吉 高等官７等 司税官※ 明治29年

山県② 松方 明32. 4 .13～33. （ .1（ 桜井鉄太郎 高等官４等（茨城県書記官） 神戸税関長 会計検査院 試補

山県②～桂① 松方～曽禰 明33. （ .1（～35.11. 5 田中国三郎 高等官４等 金沢税務管理局長 京都税務監督局長 明治2（年 明治2（年 1

桂① 曽禰 明35.11. 5 ～3（. 6 . 1 浜口雄幸 高等官４等 熊本税務管理局長 煙草専売局第四部長 明治2（年 明治2（年 2

桂① 曽禰 明3（. 6 . 1 ～3（. 9 .2（ 池袋秀太郎 高等官５等 丸亀税務監督局長 煙草専売局第四部長 明治30年 明治30年 1

桂①～山本① 曽禰～高橋 明3（. 9 .2（～大 2 . 6 .13 菅野盛次郎
高等官５等
高等官４等
高等官３等

主税局経理課長 大阪税務監督局長 明治30年 明治32年 1

山本①・大隈② 高橋・若槻 大 2 . 6 .13～ 4 . （ .13 齋藤重高 高等官2等 神戸税関長 休職 明治22年 試補 1

大隈②・寺内 若槻～勝田 大 4 . （ .13～大 6 . 1 .2（ 菅野盛次郎 高等官２等 大阪税務監督局長 辞職 明治30年 明治30年

寺内 勝田 大 6 . 1 .2（～ 6 . 3 . （ 近藤春台 高等官４等 税務監督官※ 明治39年 明治39年

寺内・原 勝田・高橋 大 6 . 3 . （ ～ 9 . 9 .16 多胡敬三郎 高等官２等 熊本税務監督局長 造幣局長 明治31年 明治34年 3

原～加藤（友） 高橋・市来 大 9 . 9 .16～12. 4 .12 勝正憲 高等官２等 主税局国税課長 海外駐箚財務官 明治3（年 明治3（年 ［1］ ［1］ 2

加藤（友）～加藤（高）市来～浜口 大12. 4 .12～13.10.25 加藤守一 高等官２等 広島税務監督局長 辞職 明治3（年 明治3（年 1

加藤（高）・若槻① 浜口～片岡 大13.10.25～15.11. 5 勝正憲 高等官１等 海外駐箚財務官 辞職 明治3（年 明治3（年

若槻①・田中 片岡・高橋 大15.11. 5 ～昭 2 . 5 .1（ 藤井真信 高等官２等 主税局国税課長 主税局長 明治42年 明治42年 ［1］ 1 2

田中 高橋・三土 昭 2 . 5 .1（～ 4 . （ . 4 青木得三 高等官２等 大臣官房文書課長 主税局長 明治42年 明治42年 1 1 1 1 1 3 1

浜口 井上（準） 昭 4 . （ . 4 ～ 6 . 2 .1（ 小島誠 高等官１等 大阪税務監督局長 辞職 明治29年 明治29年 3

若槻②～齋藤 井上（準）・高橋 昭 6 . 2 .1（～ 9 . 1 .2（ 泉至剛 高等官１等 名古屋税務監督局長 造幣局長 明治41年 明治42年 1 3

齋藤 高橋 昭 9 . 1 .2（～ 9 . 5 .22 荒井誠一郎 高等官２等 名古屋税務監督局長 預金部長 大正３年 大正３年 1 1 ［1］ 2

齋藤～林 高橋～結城 昭 9 . 5 .22～12. 5 . 4 野津高次郎 高等官１等 名古屋税務監督局長 辞職 明治43年 明治43年 1［1］ 3

林 結城 昭12. 5 . 4 ～12. 6 . 5 大矢半次郎 高等官２等 銀行検査官 主税局長 大正７年 大正６年 1 1 4

近衛① 賀屋 昭12. 6 . 5 ～12. （ . （ 山住克己 高等官３等 東京税務監督局総務部長※ 大正11年 大正10年

近衛① 賀屋 昭12. （ . （ ～12.10.25 原邦道 高等官２等 銀行検査官 対満事務局次長 大正５年 大正５年 2 2

近衛①～近衛② 賀屋～河田 昭12.10.25～15. （ . 2 中村重喜 高等官２等 仙台税務監督局長 造幣局長 大正６年 大正５年 3 2

近衛②・近衛③ 河田・小倉 昭15. （ . 2 ～16. 9 .20 深田養一 高等官２等
高等官１等 大阪税務監督局長 辞職 大正８年 大正７年 1 1 1 1 3

近衛③・東条 小倉・賀屋 昭16. 9 .20～16.12. 9 松山宗治 高等官２等 大阪財務局長 辞職 大正８年 大正８年 1 1 1

東条 賀屋 昭16.12. 9 ～1（.11. 1 栗原修 高等官１等 国民貯蓄奨励局次長 辞職 大正９年 大正８年 1 1 2

東条 賀屋・石渡 昭1（.11. 1 ～19. 3 .29 式村義雄 高等官２等 預金部総務部長 理財局長 大正12年 大正13年 5

東条・小磯 石渡・津島 昭19. 3 .29～20. 2 .2（ 池田勇人 高等官２等 主税局国税第一課長 主税局長 大正14年 大正13年 1 2

小磯・鈴木 津島・広瀬 昭20. 2 .2（～21. 6 . （ 坂口芳久 高等官２等 仙台財務局長 辞職 大正14年 大正14年 2 2

合計 32（2（） 2 0 3 2［3］ 1 3［6］ 1 10 5 1 1 0 4 4（

部局別歴任率（%） 2.4 0.0 3.（ 2.4 1.2 3.（ 1.2 12.3 6.1 1.2 1.2 0.0 4.9 59.2

内局・外局・地方税務部局別歴任率（%） 2.4 24.6 （.6 64.1

網掛けは兼任・再任・心得。※は心得。（　）は兼任・再任・心得を除いた就任実人数。［　］は兼任・心得としての就任数。
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【表４－２】横浜税関長の課長以上経験

内閣 大蔵大臣 在任期間 氏名 官等 前職 後職 入省 高文合格

課長以上

海外駐箚
財務官

内局 外局 地方税務部局

大臣官房 参事官 主計局 主税局 理財局 銀行局 専売局 預金部 営繕管財局 造幣局 税関 税務監督局

伊藤①～山県① 松方 明19. 3 .25～23. （ .24 有島武 奏任官１等 関税局長心得 関税局長 明治５年

山県①～伊藤② 松方・渡辺 明24. （ .24～2（.12.2（ 目賀田種太郎 高等官４等
高等官３等 参事官 主税局長 文部省 1 2［1］

伊藤②～伊藤③ 渡辺～井上（馨） 明2（.12.2（～31. 3 . 2 大越成徳 高等官３等 上海総領事 逓信省監査局長 外務省

伊藤③～桂① 井上（馨）～曽禰 明31. 3 . 2 ～3（. 9 .2（ 水上浩躬 高等官３等
高等官２等 神戸税関長 辞職 法制局 試補 ［1］ 1

桂①・西園寺① 曽禰・阪谷 明3（. 9 .2（～40. 5 .10 橋本圭三郎 高等官３等 煙草専売局第一部長 臨時国債整理局長 法制局 試補 1 ［1］ 3

西園寺①・桂② 阪谷～桂 明40. 5 .10～43.11.25 山崎四男六 高等官３等 参事官 国債局長 明治29年 明治29年 2 1 1 1 1

桂②～大隈② 桂～武富 明43.11.25～大 5 . 1 .16 嘉納徳三郎 高等官２等 長崎税関長 専売局長官 明治2（年 明治2（年 1 1

大隈②・寺内 武富～勝田 大 5 . 1 .16～ 5 .12.16 西野元 高等官２等 主計局予算決算課長 主計局長 明治35年 明治35年 ［1］ 1［1］

寺内 勝田 大 5 .12.16～ 5 .12.2（ 佐々木謙一郎 高等官５等 横浜税関監視部長※ 明治40年 明治40年

寺内～高橋 勝田・高橋 大 5 .12.2（～11. 5 . 2 鈴木繁 高等官２等
高等官１等 大阪税関長 臨時国有財産整理部長 明治35年 明治35年 ［1］ ［1］ 1 1

高橋・加藤（友） 高橋・市来 大11. 5 . 2 ～11. 6 .21 松本脩 高等官２等 神戸税関長 海外駐箚財務官 明治3（年 明治3（年 1 ［1］ 5 1

加藤（友）～田中 市来～三土 大11. 6 .21～昭 2 . （ .2（ 神鞭常孝 高等官２等
高等官１等 主税局関税課長 辞職 明治40年 明治40年 1

田中・浜口 三土・井上（準） 昭 2 . （ .2（～ 4 . 9 . 4 井上徳太郎 高等官１等 大阪税関長 辞職 明治39年 明治39年 1

浜口・若槻② 井上（準） 昭 4 . 9 . 4 ～ 6 .12.1（ 中島鉄平 高等官２等 大阪税関長 主税局長 明治42年 明治42年 1 1

犬養 高橋 昭 6 .12.1（～ 6 .12.21 青木得三 高等官１等 主税局長 辞職 明治42年 明治42年 1 ［1］ 1 1 1 1

犬養～岡田 高橋～高橋 昭 （ . 1 .11～ 9 .12.26 金子隆三 高等官２等 預金部運用課長 預金部長 明治44年 明治44年 2

岡田・広田 高橋～馬場 昭 9 .12.26～11.12.23 飯田九州雄 高等官２等 神戸税関長 辞職 大正３年 大正３年 1 1

広田～近衛① 馬場～賀屋 昭11.12.23～13. 1 .14 元尾光輝 高等官１等 神戸税関長 辞職 明治45年 大正１年 1 1

近衛① 賀屋・池田 昭13. 1 .14～13. 9 .10 高橋周三 高等官２等 神戸税関長 辞職 大正４年 大正５年 1

近衛①～米内 池田～桜内 昭13. 9 .10～15. 2 . 3 花田政春 高等官２等 専売局販売部長 専売局長官 大正６年 大正６年 4

米内～東条 桜内～賀屋 昭15. 2 . 3 ～1（. 5 .11 小宮陽 高等官２等
高等官１等 大阪税関長 辞職 大正９年 大正９年 1 1

東条 賀屋 昭1（. 5 .11～1（.11. 1 尾関将玄 高等官２等 逓信省管船局長 廃官 大正10年 大正10年 2 1

合計 22（21） 1 4［1］ 2［6］ 2［1］ 10［1］ 6 3 （ 2 0 0 11 3

部局別歴任率（%） 1.9 （.（ 3.9 3.9 19.6 11.（ 5.（ 13.（ 3.9 0.0 0.0 21.5 5.（

内局・外局・地方税務部局別歴任率（%） 1.9 52.9 1（.6 2（.4

網掛け・※は心得。（　）は心得を除いた就任実人数。［　］は兼任・心得としての就任数。
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【表４－２】横浜税関長の課長以上経験

内閣 大蔵大臣 在任期間 氏名 官等 前職 後職 入省 高文合格

課長以上

海外駐箚
財務官

内局 外局 地方税務部局

大臣官房 参事官 主計局 主税局 理財局 銀行局 専売局 預金部 営繕管財局 造幣局 税関 税務監督局

伊藤①～山県① 松方 明19. 3 .25～23. （ .24 有島武 奏任官１等 関税局長心得 関税局長 明治５年

山県①～伊藤② 松方・渡辺 明24. （ .24～2（.12.2（ 目賀田種太郎 高等官４等
高等官３等 参事官 主税局長 文部省 1 2［1］

伊藤②～伊藤③ 渡辺～井上（馨） 明2（.12.2（～31. 3 . 2 大越成徳 高等官３等 上海総領事 逓信省監査局長 外務省

伊藤③～桂① 井上（馨）～曽禰 明31. 3 . 2 ～3（. 9 .2（ 水上浩躬 高等官３等
高等官２等 神戸税関長 辞職 法制局 試補 ［1］ 1

桂①・西園寺① 曽禰・阪谷 明3（. 9 .2（～40. 5 .10 橋本圭三郎 高等官３等 煙草専売局第一部長 臨時国債整理局長 法制局 試補 1 ［1］ 3

西園寺①・桂② 阪谷～桂 明40. 5 .10～43.11.25 山崎四男六 高等官３等 参事官 国債局長 明治29年 明治29年 2 1 1 1 1

桂②～大隈② 桂～武富 明43.11.25～大 5 . 1 .16 嘉納徳三郎 高等官２等 長崎税関長 専売局長官 明治2（年 明治2（年 1 1

大隈②・寺内 武富～勝田 大 5 . 1 .16～ 5 .12.16 西野元 高等官２等 主計局予算決算課長 主計局長 明治35年 明治35年 ［1］ 1［1］

寺内 勝田 大 5 .12.16～ 5 .12.2（ 佐々木謙一郎 高等官５等 横浜税関監視部長※ 明治40年 明治40年

寺内～高橋 勝田・高橋 大 5 .12.2（～11. 5 . 2 鈴木繁 高等官２等
高等官１等 大阪税関長 臨時国有財産整理部長 明治35年 明治35年 ［1］ ［1］ 1 1

高橋・加藤（友） 高橋・市来 大11. 5 . 2 ～11. 6 .21 松本脩 高等官２等 神戸税関長 海外駐箚財務官 明治3（年 明治3（年 1 ［1］ 5 1

加藤（友）～田中 市来～三土 大11. 6 .21～昭 2 . （ .2（ 神鞭常孝 高等官２等
高等官１等 主税局関税課長 辞職 明治40年 明治40年 1

田中・浜口 三土・井上（準） 昭 2 . （ .2（～ 4 . 9 . 4 井上徳太郎 高等官１等 大阪税関長 辞職 明治39年 明治39年 1

浜口・若槻② 井上（準） 昭 4 . 9 . 4 ～ 6 .12.1（ 中島鉄平 高等官２等 大阪税関長 主税局長 明治42年 明治42年 1 1

犬養 高橋 昭 6 .12.1（～ 6 .12.21 青木得三 高等官１等 主税局長 辞職 明治42年 明治42年 1 ［1］ 1 1 1 1

犬養～岡田 高橋～高橋 昭 （ . 1 .11～ 9 .12.26 金子隆三 高等官２等 預金部運用課長 預金部長 明治44年 明治44年 2

岡田・広田 高橋～馬場 昭 9 .12.26～11.12.23 飯田九州雄 高等官２等 神戸税関長 辞職 大正３年 大正３年 1 1

広田～近衛① 馬場～賀屋 昭11.12.23～13. 1 .14 元尾光輝 高等官１等 神戸税関長 辞職 明治45年 大正１年 1 1

近衛① 賀屋・池田 昭13. 1 .14～13. 9 .10 高橋周三 高等官２等 神戸税関長 辞職 大正４年 大正５年 1

近衛①～米内 池田～桜内 昭13. 9 .10～15. 2 . 3 花田政春 高等官２等 専売局販売部長 専売局長官 大正６年 大正６年 4

米内～東条 桜内～賀屋 昭15. 2 . 3 ～1（. 5 .11 小宮陽 高等官２等
高等官１等 大阪税関長 辞職 大正９年 大正９年 1 1

東条 賀屋 昭1（. 5 .11～1（.11. 1 尾関将玄 高等官２等 逓信省管船局長 廃官 大正10年 大正10年 2 1

合計 22（21） 1 4［1］ 2［6］ 2［1］ 10［1］ 6 3 （ 2 0 0 11 3

部局別歴任率（%） 1.9 （.（ 3.9 3.9 19.6 11.（ 5.（ 13.（ 3.9 0.0 0.0 21.5 5.（

内局・外局・地方税務部局別歴任率（%） 1.9 52.9 1（.6 2（.4

網掛け・※は心得。（　）は心得を除いた就任実人数。［　］は兼任・心得としての就任数。
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【表４－３】横浜税関長の課長以未満経験

内閣 大蔵大臣 在任期間 氏名 官等 前職 後職 入省 高文合格

課長未満

財務官
事務所 財務書記

内局 外局 地方税務部局

大臣官房 秘書官 主計局 主税局 理財局 銀行局 専売局 預金部 営繕管財局 造幣局 税関 税務監督局

伊藤①～山県① 松方 明19. 3 .25～23. （ .24 有島武 奏任官１等 関税局長心得 関税局長 明治５年 1

山県①～伊藤② 松方・渡辺 明24. （ .24～2（.12.2（ 目賀田種太郎 高等官４等
高等官３等 参事官 主税局長 文部省 ［1］ 1

伊藤②～伊藤③ 渡辺～井上（馨） 明2（.12.2（～31. 3 . 2 大越成徳 高等官３等 上海総領事 逓信省監査局長 外務省

伊藤③～桂① 井上（馨）～曽禰 明31. 3 . 2 ～3（. 9 .2（ 水上浩躬 高等官３等
高等官２等 神戸税関長 辞職 法制局 試補 1

桂①・西園寺① 曽禰・阪谷 明3（. 9 .2（～40. 5 .10 橋本圭三郎 高等官３等 煙草専売局第一部長 臨時国債整理局長 法制局 試補 1

西園寺①・桂② 阪谷～桂 明40. 5 .10～43.11.25 山崎四男六 高等官３等 参事官 国債局長 明治29年 明治29年 ［1］ 1 2 1

桂②～大隈② 桂～武富 明43.11.25～大 5 . 1 .16 嘉納徳三郎 高等官２等 長崎税関長 専売局長官 明治2（年 明治2（年 ［1］ 1 1 1

大隈②・寺内 武富～勝田 大 5 . 1 .16～ 5 .12.16 西野元 高等官２等 主計局予算決算課長 主計局長 明治35年 明治35年 1 1 1 ［1］ 1

寺内 勝田 大 5 .12.16～ 5 .12.2（ 佐々木謙一郎 高等官５等 横浜税関監視部長※ 明治40年 明治40年

寺内～高橋 勝田・高橋 大 5 .12.2（～11. 5 . 2 鈴木繁 高等官２等
高等官１等 大阪税関長 臨時国有財産整理部長 明治35年 明治35年 ［1］ ［1］ 1 1 1 1

高橋・加藤（友） 高橋・市来 大11. 5 . 2 ～11. 6 .21 松本脩 高等官２等 神戸税関長 海外駐箚財務官 明治3（年 明治3（年 1

加藤（友）～田中 市来～三土 大11. 6 .21～昭 2 . （ .2（ 神鞭常孝 高等官２等
高等官１等 主税局関税課長 辞職 明治40年 明治40年 1［1］

田中・浜口 三土・井上（準） 昭 2 . （ .2（～ 4 . 9 . 4 井上徳太郎 高等官１等 大阪税関長 辞職 明治39年 明治39年 2［1］

浜口・若槻② 井上（準） 昭 4 . 9 . 4 ～ 6 .12.1（ 中島鉄平 高等官２等 大阪税関長 主税局長 明治42年 明治42年 1 1 2 2

犬養 高橋 昭 6 .12.1（～ 6 .12.21 青木得三 高等官１等 主税局長 辞職 明治42年 明治42年 1 1 1 1 1 3 1

犬養～岡田 高橋～高橋 昭 （ . 1 .11～ 9 .12.26 金子隆三 高等官２等 預金部運用課長 預金部長 明治44年 明治44年 1 1［1］ 1

岡田・広田 高橋～馬場 昭 9 .12.26～11.12.23 飯田九州雄 高等官２等 神戸税関長 辞職 大正３年 大正３年 2 1

広田～近衛① 馬場～賀屋 昭11.12.23～13. 1 .14 元尾光輝 高等官１等 神戸税関長 辞職 明治45年 大正１年 2 1 2

近衛① 賀屋・池田 昭13. 1 .14～13. 9 .10 高橋周三 高等官２等 神戸税関長 辞職 大正４年 大正５年 2 3 1

近衛①～米内 池田～桜内 昭13. 9 .10～15. 2 . 3 花田政春 高等官２等 専売局販売部長 専売局長官 大正６年 大正６年 4

米内～東条 桜内～賀屋 昭15. 2 . 3 ～1（. 5 .11 小宮陽 高等官２等
高等官１等 大阪税関長 辞職 大正９年 大正９年 1 1 2

東条 賀屋 昭1（. 5 .11～1（.11. 1 尾関将玄 高等官２等 逓信省管船局長 廃官 大正10年 大正10年 1 1 1［1］ 2

合計 22（21） 1 0 2［2］ 1［2］ 2［1］ （ 3［1］ 4 13 0 1 0 19［3］ 15

部局別歴任率（%） 1.4 0.0 2.9 1.4 2.9 10.2 4.4 5.（ 19.1 0.0 1.4 0.0 2（.9 22.0

内局・外局・地方税務部局別歴任率（%） 1.4 2（.9 20.5 50.0

網掛け・※は心得。（　）は心得を除いた就任実人数。［　］は兼任・心得としての就任数。
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【表４－３】横浜税関長の課長以未満経験

内閣 大蔵大臣 在任期間 氏名 官等 前職 後職 入省 高文合格

課長未満

財務官
事務所 財務書記

内局 外局 地方税務部局

大臣官房 秘書官 主計局 主税局 理財局 銀行局 専売局 預金部 営繕管財局 造幣局 税関 税務監督局

伊藤①～山県① 松方 明19. 3 .25～23. （ .24 有島武 奏任官１等 関税局長心得 関税局長 明治５年 1

山県①～伊藤② 松方・渡辺 明24. （ .24～2（.12.2（ 目賀田種太郎 高等官４等
高等官３等 参事官 主税局長 文部省 ［1］ 1

伊藤②～伊藤③ 渡辺～井上（馨） 明2（.12.2（～31. 3 . 2 大越成徳 高等官３等 上海総領事 逓信省監査局長 外務省

伊藤③～桂① 井上（馨）～曽禰 明31. 3 . 2 ～3（. 9 .2（ 水上浩躬 高等官３等
高等官２等 神戸税関長 辞職 法制局 試補 1

桂①・西園寺① 曽禰・阪谷 明3（. 9 .2（～40. 5 .10 橋本圭三郎 高等官３等 煙草専売局第一部長 臨時国債整理局長 法制局 試補 1

西園寺①・桂② 阪谷～桂 明40. 5 .10～43.11.25 山崎四男六 高等官３等 参事官 国債局長 明治29年 明治29年 ［1］ 1 2 1

桂②～大隈② 桂～武富 明43.11.25～大 5 . 1 .16 嘉納徳三郎 高等官２等 長崎税関長 専売局長官 明治2（年 明治2（年 ［1］ 1 1 1

大隈②・寺内 武富～勝田 大 5 . 1 .16～ 5 .12.16 西野元 高等官２等 主計局予算決算課長 主計局長 明治35年 明治35年 1 1 1 ［1］ 1

寺内 勝田 大 5 .12.16～ 5 .12.2（ 佐々木謙一郎 高等官５等 横浜税関監視部長※ 明治40年 明治40年

寺内～高橋 勝田・高橋 大 5 .12.2（～11. 5 . 2 鈴木繁 高等官２等
高等官１等 大阪税関長 臨時国有財産整理部長 明治35年 明治35年 ［1］ ［1］ 1 1 1 1

高橋・加藤（友） 高橋・市来 大11. 5 . 2 ～11. 6 .21 松本脩 高等官２等 神戸税関長 海外駐箚財務官 明治3（年 明治3（年 1

加藤（友）～田中 市来～三土 大11. 6 .21～昭 2 . （ .2（ 神鞭常孝 高等官２等
高等官１等 主税局関税課長 辞職 明治40年 明治40年 1［1］

田中・浜口 三土・井上（準） 昭 2 . （ .2（～ 4 . 9 . 4 井上徳太郎 高等官１等 大阪税関長 辞職 明治39年 明治39年 2［1］

浜口・若槻② 井上（準） 昭 4 . 9 . 4 ～ 6 .12.1（ 中島鉄平 高等官２等 大阪税関長 主税局長 明治42年 明治42年 1 1 2 2

犬養 高橋 昭 6 .12.1（～ 6 .12.21 青木得三 高等官１等 主税局長 辞職 明治42年 明治42年 1 1 1 1 1 3 1

犬養～岡田 高橋～高橋 昭 （ . 1 .11～ 9 .12.26 金子隆三 高等官２等 預金部運用課長 預金部長 明治44年 明治44年 1 1［1］ 1

岡田・広田 高橋～馬場 昭 9 .12.26～11.12.23 飯田九州雄 高等官２等 神戸税関長 辞職 大正３年 大正３年 2 1

広田～近衛① 馬場～賀屋 昭11.12.23～13. 1 .14 元尾光輝 高等官１等 神戸税関長 辞職 明治45年 大正１年 2 1 2

近衛① 賀屋・池田 昭13. 1 .14～13. 9 .10 高橋周三 高等官２等 神戸税関長 辞職 大正４年 大正５年 2 3 1

近衛①～米内 池田～桜内 昭13. 9 .10～15. 2 . 3 花田政春 高等官２等 専売局販売部長 専売局長官 大正６年 大正６年 4

米内～東条 桜内～賀屋 昭15. 2 . 3 ～1（. 5 .11 小宮陽 高等官２等
高等官１等 大阪税関長 辞職 大正９年 大正９年 1 1 2

東条 賀屋 昭1（. 5 .11～1（.11. 1 尾関将玄 高等官２等 逓信省管船局長 廃官 大正10年 大正10年 1 1 1［1］ 2

合計 22（21） 1 0 2［2］ 1［2］ 2［1］ （ 3［1］ 4 13 0 1 0 19［3］ 15

部局別歴任率（%） 1.4 0.0 2.9 1.4 2.9 10.2 4.4 5.（ 19.1 0.0 1.4 0.0 2（.9 22.0

内局・外局・地方税務部局別歴任率（%） 1.4 2（.9 20.5 50.0

網掛け・※は心得。（　）は心得を除いた就任実人数。［　］は兼任・心得としての就任数。
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【
表
５
】
若
槻
礼
次
郎
と
佐
脇
安
文
の
主
な
官
歴

若
槻
礼
次
郎

入
省

（
年
目
）

年
号

佐
脇
安
文

官
等

官
職

役
職
・
勤
務

兼
任
・
備
考

官
等

官
職

役
職
・
勤
務

兼
任
・
備
考

試
補

大
臣

官
房

第
二

課
1

明
治

25年
試

補
大

臣
官

房
第

二
課

属
監

査
局

2
明

治
26年

高
等

官
８

等
衆

議
院

書
記

官
高

等
官

７
等

愛
媛

県
収

税
長

3
明

治
2（年

高
等

官
７

等
文

部
省

参
事

官
4

明
治

2（年

高
等

官
６

等
書

記
官

主
税

局
内

国
税

課
5

明
治

29年
高

等
官

６
等

内
閣

総
理

大
臣

秘
書

官
内

閣
書

記
官

主
税

官

主
税

局
内

国
税

課
長

参
事

官

6
明

治
30年

高
等

官
５

等
秘

書
官

大
臣

官
房

第
一

課
長

高
等

官
５

等

書
記

官

（
明

治
31年

主
税

官
主

税
局

関
税

課
兼

務
（

31.10～
11主

税
局

関
税

課
長

）

（
明

治
32年

秘
書

官
大

臣
官

房
第

一
課

9
明

治
33年

高
等

官
４

等
大

阪
税

関
長

理財局・英仏独白米出張（33.3～34.6）

高
等

官
４

等
10

明
治

34年

書
記

官

理
財

局
国

債
課

長
主

税
局

関
税

課
長

高
等

官
３

等
11

明
治

35年
高

等
官

３
等

主
税

局
関

税
課

長
12

明
治

36年

高
等

官
２

等
主

税
局

長
13

明
治

3（年
醸

造
試

験
所

長
14

明
治

3（年
高

等
官

２
等

参
事

官
大

蔵
次

官
臨

時
国

債
整

理
局

長
15

明
治

39年
内

閣
官

報
局

編
『

職
員

録
』、

同
『

官
報

』、
大

蔵
省

百
年

史
編

集
室

編
『

大
蔵

省
人

名
録

―
明

治
・

大
正

・
昭

和
―

』（
大

蔵
財

務
協

会
　

19（4年
）

よ
り

作
成

。
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【
表
６
】
永
浜
盛
三
と
勝
田
主
計
の
主
な
官
歴

永
浜
盛
三

入
省

（
年
目
）

年
号

勝
田
主
計

官
等

官
職

役
職
・
勤
務

兼
任
・
備
考

官
等

官
職

役
職
・
勤
務

兼
任
・
備
考

属
主

計
局

1
明

治
2（年

属
主

税
局

2
明

治
29年

高
等

官
６

等

司
税

官
熊

本
税

務
管

理
局

主
税

局
3

明
治

30年
高

等
官

７
等

税
関

検
査

官
横

浜
税

関
検

査
課

長
主

計
官

理
財

局
国

債
課

長
参

事
官

4
明

治
31年

高
等

官
６

等
函

館
税

務
管

理
局

長
函

館
税

関
長

書
記

官
5

明
治

32年

英
仏

独
白

米
各

国
出

張
（

33.3～
35.（）

6
明

治
33年

函
館

税
関

長
高

等
官

５
等

大
阪

税
関

長
※

（
明

治
34年

高
等

官
５

等
欧

州
出

張
（

34.6～
36.6）

理
財

局
国

債
課

長
理

財
局

銀
行

課
長

（
明

治
35年

高
等

官
４

等
書

記
官

理
財

局
銀

行
課

長
9

明
治

36年
高

等
官

４
等

書
記

官
理

財
局

国
債

課
長

総
務

局
文

書
課

長
10

明
治

3（年
大

臣
官

房
文

書
課

長
高

等
官

３
等

11
明

治
3（年

高
等

官
３

等
臨

時
国

債
整

理
局

第
一

課
長

理
財

局
国

庫
課

長
造

幣
支

局
長

12
明

治
39年

韓
国

統
監

府
財

政
監

査
官

・
税

関
部

長
兼

理
財

部
長

13
明

治
40年

高
等

官
２

等

臨
時

国
債

整
理

局
長

→
理

財
局

長
統

監
府

参
与

官
14

明
治

41年

理
財

局
長

15
明

治
42年

16
明

治
43年

1（
明

治
44年

1（
明

治
45年

高
等

官
１

等
大

蔵
次

官
内

閣
官

報
局

編
『

職
員

録
』、

同
『

官
報

』、
大

蔵
省

百
年

史
編

集
室

編
『

大
蔵

省
人

名
録

―
明

治
・

大
正

・
昭

和
―

』（
大

蔵
財

務
協

会
　

19（4年
）

よ
り

作
成

。
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【表７】目賀田種太郎の主な官歴

入省
（年目） 年号

目賀田種太郎
官等 官職 役職・勤務 兼任・備考

1 明治16年 少書記官
議案局

調査局
2 明治1（年

三等主税官 大蔵少書記官・調査局
3 明治1（年
4 明治19年

奏任官２等
主税官

主税局監査課長 主税局地租課長
5 明治20年

主税局調査課長
主税局監査課長

6 明治21年
（ 明治22年
（ 明治23年 参事官
9 明治24年

高等官４等
横浜税関長10 明治25年

11 明治26年 高等官３等
12 明治2（年

高等官２等 主税局長

横浜税関長
13 明治2（年
14 明治29年
15 明治30年
16 明治31年
1（ 明治32年

臨時税関工事部長

1（ 明治33年
19 明治34年
20 明治35年
21 明治36年
22 明治3（年

内閣官報局編『職員録』、同『官報』、大蔵省百年史編集室編『大蔵省人名録―明治・大正・昭和―』（大
蔵財務協会　19（4年）より作成。



─ 41 ─

大蔵省主税局の人事と組織

【
表
８
】
内
国
税
課
長
就
任
者
の
内
国
税
・
関
税
系
別
職
務
経
験

在
任
期
間

内
国
税
課
長

官
等

前
職

後
職

入
省

高
文
合
格

主
税
局

地
方
税
務
部
局

内
国
税
系

関
税
系

税
関

税
務
監
督
局

明
19.3

.9
～

19.11.1
小

島
正

一
奏

任
官

４
等

主
税

局
酒

税
課

勤
務

主
税

局
監

査
課

勤
務

明
治

６
年

2
明

19.11.1
～

20.4
.16

是
恒

真
楫

奏
任

官
４

等
四

等
主

税
官

主
税

局
監

査
課

勤
務

明
治

16年
1

明
20.4

.16～
23.6

.2（
佐

伯
惟

馨
※

奏
任

官
２

等
主

税
局

統
計

課
長

※
（

明
治

３
年

）
1

明
19.3

.9
～

23.6
.2（

小
山

正
武

奏
任

官
３

等
主

税
局

印
紙

税
課

勤
務

非
職

（
明

治
４

年
）

1
明

19.3
.9

～
22.4

.2
兵

頭
正

懿
奏

任
官

３
等

主
税

局
会

社
税

課
長

主
税

局
計

算
課

長
（

明
治

２
年

）
2

明
22.4

.2
～

23.6
.2（

戸
叶

正
明

奏
任

官
３

等
主

税
局

計
算

課
長

非
職

（
明

治
２

年
）

3［
3］

1
明

23.6
.2（～

26.5
.1

小
島

正
一

奏
任

官
３

等
主

税
局

監
査

課
長

辞
職

明
治

６
年

1

明
19.3

.9
～

30.6
.19

有
尾

敬
重

奏
任

官
２

等
高

等
官

５
等

高
等

官
４

等
高

等
官

３
等

主
税

局
第

二
部

地
租

課
長

辞
職

（
明

治
３

年
）

2［
1］

明
30.6

.19～
3（.10.1（

若
槻

礼
次

郎
高

等
官

６
等

高
等

官
５

等
高

等
官

４
等

高
等

官
３

等
主

税
局

内
国

税
課

勤
務

主
税

局
長

明
治

25年
試

補
1

1

明
3（.10.1（～

42.11.5
菅

原
通

敬
高

等
官

３
等

神
戸

税
務

管
理

局
長

主
税

局
長

明
治

2（年
明

治
2（年

1
1［

1］
1

明
42.11.5

～
大

2
.6

.13
鈴

木
繁

高
等

官
５

等
高

等
官

４
等

主
税

局
経

理
課

長
大

阪
税

関
長

明
治

35年
明

治
35年

1
1［

2］
1

明
42.11.5

～
大

5
.12.2（

今
村

次
吉

高
等

官
４

等
高

等
官

３
等

神
戸

税
務

管
理

局
長

海
外

駐
箚

財
務

官
明

治
3（年

明
治

3（年
2

大
5

.12.2（～
9

.9
.20

勝
正

憲
高

等
官

３
等

仙
台

税
務

監
督

局
長

東
京

税
務

監
督

局
長

明
治

3（年
明

治
3（年

1
3

大
9

.9
.20～

13.6
.6

草
間

秀
雄

高
等

官
３

等
海

外
駐

箚
財

務
官

造
幣

局
長

明
治

40年
明

治
40年

5
大

13.6
.6

～
15.11.11

藤
井

真
信

高
等

官
３

等
臨

時
議

院
建

築
局

勤
務

東
京

税
務

監
督

局
長

明
治

42年
明

治
42年

2
2

大
15.11.11～

昭
6

.5
.13

野
津

高
次

郎
高

等
官

３
等

主
税

局
内

国
税

調
査

課
長

広
島

税
務

監
督

局
長

明
治

43年
明

治
43年

1［
1］

3
昭

6
.5

.13～
9

.12.（
石

渡
荘

太
郎

高
等

官
３

等
主

税
局

臨
時

土
地

調
査

課
長

主
税

局
長

大
正

５
年

大
正

４
年

2
3

昭
9

.12.（
～

11.3
.13

大
矢

半
次

郎
高

等
官

３
等

主
税

局
国

税
課

勤
務

銀
行

検
査

官
大

正
７

年
大

正
６

年
1

3
昭

11.3
.13～

13.6
.15

松
隈

秀
雄

高
等

官
３

等
内

閣
調

査
局

調
査

官
大

臣
官

房
文

書
課

長
大

正
10年

大
正

９
年

2
3

昭
13.6

.15～
16.1

.25
田

中
豊

高
等

官
３

等
主

税
局

企
画

課
長

名
古

屋
税

務
監

督
局

長
大

正
12年

大
正

11年
2

1
2

昭
16.1

.25～
16.12.9

深
沢

家
治

高
等

官
３

等
法

制
局

書
記

官
大

臣
官

房
文

書
課

長
大

正
14年

大
正

12年
1

昭
16.12.9

～
19.5

.20
池

田
勇

人
高

等
官

３
等

主
税

局
経

理
課

長
東

京
財

務
局

長
大

正
14年

大
正

13年
2

2
昭

1（.11.1
～

20.6
.10

平
田

敬
一

郎
高

等
官

３
等

主
税

局
経

理
課

長
地

方
総

監
府

副
参

事
官

昭
和

６
年

昭
和

５
年

2
1

昭
19.5

.20～
前

尾
繁

三
郎

高
等

官
３

等
南

西
方

面
艦

隊
民

政
府

財
務

局
主

税
課

長
主

税
局

長
昭

和
４

年
昭

和
３

年
3

昭
20.6

.10～
脇

阪
実

高
等

官
３

等
主

税
局

経
理

課
長

主
税

局
国

税
査

察
部

長
昭

和
８

年
昭

和
７

年
2

1
24（

23）
31

1
3［

3］
3（

網
掛

け
は

兼
任

・
再

任
（

う
ち

※
付

が
兼

任
）。［

　
］

は
兼

任
・

心
得

と
し

て
の

就
任

数
。

主
税

局
企

画
課

、
同

課
長

は
内

国
税

・
関

税
双

方
の

職
務

を
行

う
た

め
、

そ
れ

ぞ
れ

を
１

と
し

て
算

入
。

内
国

税
課

長
に

は
、

国
税

課
長

（
国

税
第

一
課

長
、

国
税

第
二

課
長

）・
地

租
課

長
・

直
税

課
長

・
酒

税
課

長
・

間
税

課
長

・
印

紙
税

課
長

・
雑

種
税

課
長

を
含

む
。
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【
表
９
】
関
税
課
長
就
任
者
の
内
国
税
・
関
税
系
別
職
務
経
験

在
任
期
間

関
税
課
長

官
等

前
職

後
職

入
省

高
文
合
格

主
税
局

地
方
税
務
部
局

内
国
税
系

関
税
系

税
関

税
務
監
督
局

明
24.（

.16～
31.10.5

石
川

有
幸

高
等

官
５

等
高

等
官

４
等

高
等

官
３

等
関

税
局

常
務

課
長

辞
職

（
明

治
１

年
）

3

明
31.10.5

～
31.11.1

佐
脇

安
文

高
等

官
５

等
主

税
局

関
税

課
勤

務
大

蔵
大

臣
秘

書
官

明
治

25年
試

補
1

明
31.11.1

～
32.11.24

金
子

直
※

高
等

官
６

等
主

税
局

経
理

課
長

※
明

治
26年

1
1

1

明
32.11.24～

33.5
.19

早
川

千
吉

郎
高

等
官

４
等

高
等

官
３

等
主

計
局

司
計

課
長

辞
職

明
治

23年
試

補

明
33.（

.16～
34.（

.10
佃

一
予

高
等

官
４

等
神

戸
税

関
長

陸
軍

省
参

事
官

（
明

治
23年

）
試

補
1

明
34.（

.10～
34.11.22

佐
脇

安
文

※
高

等
官

４
等

理
財

局
国

債
課

長
※

明
治

25年
試

補
1

明
34.11.22～

35.10.2（
山

崎
四

男
六

高
等

官
５

等
総

務
局

文
書

課
長

総
務

局
文

書
課

長
明

治
29年

明
治

29年
2

1
明

35.10.2（～
3（.1

.25
佐

脇
安

文
高

等
官

３
等

理
財

局
国

債
課

長
辞

職
明

治
25年

試
補

明
3（.1

.25～
40.5

山
崎

四
男

六
高

等
官

４
等

大
蔵

大
臣

秘
書

官
大

蔵
省

参
事

官
明

治
29年

明
治

29年
1

明
40.5

～
42.11.5

野
中

清
高

等
官

４
等

高
等

官
３

等
横

浜
税

関
監

視
部

長
関

税
局

税
関

課
長

明
治

31年
明

治
31年

2

大
2

.6
.13～

11.6
.2

神
鞭

常
孝

高
等

官
６

等
高

等
官

５
等

高
等

官
４

等
高

等
官

３
等

横
浜

税
関

監
査

課
長

横
浜

税
関

長
明

治
40年

明
治

40年
1

1［
1］

大
11.6

.2
～

昭
2

.（
.2（

中
島

鉄
平

高
等

官
４

等
高

等
官

３
等

主
税

局
関

税
課

勤
務

大
阪

税
関

長
明

治
42年

明
治

42年
1

2［
1］

2

昭
2

.（
.2（～

9
.2

.（
飯

田
九

州
雄

高
等

官
３

等
横

浜
税

関
監

視
部

長
神

戸
税

関
長

大
正

３
年

大
正

３
年

2
1

昭
9

.2
.（

～
11.（

.14
谷

口
恒

二
高

等
官

３
等

主
税

局
関

税
課

勤
務

大
臣

官
房

文
書

課
長

大
正

８
年

大
正

９
年

1
3［

1］
1

昭
11.（

.14～
15.2

.3
尾

関
将

玄
高

等
官

３
等

主
税

局
企

画
課

長
大

阪
税

関
長

大
正

10年
大

正
10年

1
1

1［
1］

2
昭

15.2
.3

～
15.2

.（
山

田
義

見
※

高
等

官
３

等
理

財
局

国
債

課
長

※
大

正
12年

大
正

11年
1

3
昭

15.2
.（

～
1（.10.2（

秋
元

順
朝

高
等

官
３

等
企

画
院

書
記

官
興

亜
院

書
記

官
昭

和
３

年
昭

和
３

年
1

1
1

昭
1（.10.2（～

1（.11.1
松

隈
秀

雄
※

高
等

官
１

等
主

税
局

長
※

大
正

10年
大

正
９

年
3

3
昭

1（.11.1
～

1（.11.5
阪

田
純

雄
高

等
官

３
等

預
金

部
総

務
部

資
金

課
長

大
使

館
参

事
官

大
正

15年
大

正
14年

1
昭

1（.11.5
～

19.4
.2（

大
庭

次
郎

高
等

官
３

等
専

売
局

煙
草

事
業

部
煙

草
課

長
陸

軍
司

政
官

昭
和

５
年

昭
和

４
年

1
昭

19.4
.2（～

20.3
.1（

石
原

次
郎

高
等

官
３

等
主

税
局

関
税

課
勤

務
広

島
財

務
局

総
務

部
長

昭
和

６
年

昭
和

５
年

1
2［

1］
20（

14）
1

10
1（［

5］
9

網
掛

け
は

兼
任

・
再

任
（

う
ち

※
付

が
兼

任
）。［

　
］

は
兼

任
・

心
得

と
し

て
の

就
任

数
。

主
税

局
企

画
課

、
同

課
長

は
内

国
税

・
関

税
双

方
の

職
務

を
行

う
た

め
、

そ
れ

ぞ
れ

を
１

と
し

て
算

入
。

関
税

課
長

に
は

海
関

税
課

長
含

む
。
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註（
1
）　 

伏
見
岳
人
『
近
代
日
本
の
予
算
政
治 1900-1914

』（
東
京
大
学

出
版
会　

二
〇
一
三
年
）
一
～
二
頁
。

（
2
）　 「
大
蔵
省
官
制
改
正
」
明
治
二
三
年
六
月
二
四
日
付
勅
令
第

一
〇
六
号
（『
官
報
』
第
二
〇
九
五
号　

明
治
二
三
年
六
月
二
五

日
付
）。

（
3
）　 

有
竹
修
二
『
昭
和
財
政
家
論
』（
大
蔵
財
務
協
会　

一
九
四
九
年
）

六
頁
。

（
4
）　 

大
蔵
省
が
所
管
す
る
財
政
は
、
政
府
の
行
政
活
動
の
性
格
と
水
準

を
実
質
的
に
条
件
づ
け
る
大
き
な
役
割
を
持
っ
て
い
た
（
坂
本
一

登
「
明
治
国
家
と
財
政
制
度
―
大
蔵
省
の
予
算
査
定
権
を
中
心
に

―
」『
國
學
院
法
學
』（
第
五
二
巻
第
四
号　

二
○
一
五
年
）一
頁
）。

（
５
）　 

山
村
勝
郎
「
大
蔵
省
―
機
構
と
役
割
」『
日
米
開
戦
史　

開
戦
に

至
る
十
年
２　

陸
海
軍
と
経
済
官
僚
』（
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
七
一
年
）
二
三
六
頁
。
ま
た
、
池
田
順
氏
も
同
様
に
大
蔵
官

僚
を
「
財
政
の
職
人
」
と
し
て
い
る
（
池
田
順
「
政
党
内
閣
下
の

二
つ
の
地
方
税
制
改
革
と
官
僚
」『
１
９
２
０
年
代
の
日
本
の
政

治
』（
大
月
書
店　

一
九
八
四
年
）
一
四
一
・
一
五
一
頁
。

（
6
）　 

迎
由
理
男
氏
「
大
蔵
官
僚
と
税
制
改
革
」『
近
代
日
本
の
経
済
官

僚
』（
日
本
経
済
評
論
社　

二
〇
〇
〇
年
）
一
九
頁
。

（
（
）　 

大
蔵
省
全
体
を
対
象
と
し
た
分
析
に
つ
い
て
は
、改
め
て
論
じ
る
。

（
（
）　 

伊
藤
大
八
『
現
代
日
本
官
僚
制
の
分
析
』（
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
八
〇
年
）
一
六
五
頁
。

（
9
）　 

田
中
秀
明
『
日
本
の
財
政　

再
建
の
道
筋
と
予
算
制
度
』（
中
央

公
論
新
社　

二
〇
一
三
年
）
二
六
頁
。

（
10
）　 

真
渕
勝
「
大
蔵
省
主
税
局
の
機
関
哲
学
」『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』

（
第
四
号　

一
九
八
九
年
）
四
七
～
四
八
頁
。

（
11
）　 

な
お
、
大
蔵
省
「
本
流
」
と
さ
れ
る
主
計
局
に
つ
い
て
も
、
牧
原

出
氏
が
主
計
局
長
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
を
行
い
、
主
計
局
畑
の

「
原
局
型
官
僚
」
と
、
幅
ひ
ろ
い
職
務
経
験
を
有
す
る
「
官
房
型

官
僚
」
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
牧
原
出
『
内
閣
政
治
と

「
大
蔵
省
支
配
」』（
中
央
公
論
新
社　

二
○
○
三
年
）
五
四
～

五
八
頁
）。

（
12
）　 

大
前
信
也
「
財
政
路
線
の
転
換
と
大
蔵
省
主
税
局
―
馬
場
鍈
一
蔵

相
と
主
税
局
官
僚
―
」『
政
治
経
済
史
学
』（
第
四
二
九
・
四
三
〇

号　

二
〇
〇
二
年
）
第
四
三
〇
号
三
三
頁
。

（
13
）　 

矢
嶋
光
「
戦
前
期
日
本
外
務
省
の
人
事
と
組
織
―
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

分
析
の
方
法
を
手
が
か
り
に
―
」『
名
城
法
学
』（
第
六
六
巻　

二
〇
一
七
年
）
二
～
三
頁
。

（
14
）　 

本
稿
で
は
特
に
、
戦
後
期
大
蔵
省
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
を
行
っ

た
驛
賢
太
郎
氏
（
同
「
官
僚
の
専
門
性
と
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
―
大
蔵

省
を
事
例
と
し
て
―
」『
神
戸
法
学
雑
誌
』（
第
六
三
巻
第
二
号　

二
〇
一
三
年
））
や
、
前
掲
註
13
の
矢
嶋
光
氏
の
分
析
方
法
に
学

ん
で
い
る
。

（
15
）　 

大
蔵
省
で
継
続
的
に
存
在
し
た
部
局
（
内
局
・
外
局
・
地
方
支
分

部
局
）、
官
職
、
役
職
を
対
象
と
し
、
課
長
以
上
は
内
局
、
外
局
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の
部
課
長
職
・
参
事
官
・
海
外
駐
箚
財
務
官
・
税
関
長
・
税
務
監

督
局
長
を
、
課
長
未
満
は
内
局
、
外
局
、
海
外
駐
箚
財
務
官
事
務

所
の
部
課
長
職
を
持
た
な
い
高
等
官
・
秘
書
官
・
専
売
局
地
方
支

分
部
局
、
税
務
監
督
局
、
税
関
の
部
課
長
そ
の
他
高
等
官
・
高
等

官
の
税
務
署
長
・
財
務
書
記
を
指
す
。
な
お
本
稿
で
対
象
と
す
る

部
局
・
官
職
・
役
職
は
左
の
通
り
。
な
お
、
財
務
書
記
は
判
任
官

で
あ
る
が
、そ
の
多
く
に
高
文
合
格
者
が
充
て
ら
れ
て
い
る
た
め
、

分
析
対
象
に
含
め
る
。

　
　
　

 

内
局
（
大
臣
官
房
（
含
総
務
局
、
議
案
局
）・
参
事
官
・
秘
書
官
・

主
計
局（
含
精
算
局
、調
査
局
）・
主
税
局（
含
租
税
局
、関
税
局
）・

理
財
局
（
含
国
債
局
、
出
納
局
、
金
庫
局
、
臨
時
国
債
整
理
局
、

臨
時
秩
禄
処
分
調
査
局
、
為
替
局
、
外
国
為
替
管
理
部
、
外
資
局
、

金
融
局
）・
銀
行
局
（
含
監
査
局
、
監
督
局
、
銀
行
保
険
局
、
国

民
貯
蓄
奨
励
局
、
国
民
貯
蓄
局
））・
外
局
（
専
売
局
（
含
煙
草
専

売
局
）・
預
金
部
（
含
預
金
局
、
預
金
部
資
金
局
、
資
金
局
）、
営

繕
管
財
局
（
含
臨
時
営
繕
局
、
臨
時
議
院
建
築
局
、
臨
時
国
有
財

産
管
理
部
）・
造
幣
局
）・
地
方
支
分
部
局
（
税
関
・
税
務
監
督
局

（
含
租
税
局
出
張
所
、
収
税
長
、
直
税
署
長
、
間
税
署
長
、
税
務

管
理
局
、
財
務
局
、
税
務
署
）
な
お
、
本
稿
で
は
地
方
支
分
部
局

を
地
方
税
務
部
局
と
す
る
。）・
そ
の
他
（
海
外
駐
箚
財
務
官
・
同

事
務
所
勤
務
・
財
務
書
記
）。

（
16
）　 

明
治
一
九
年
二
月
二
六
日
勅
令
第
二
号
「
各
省
官
制
」
中
大
蔵
省

（『
官
報
』
号
外　

明
治
一
九
年
三
月
一
日
付
）、
前
掲
註
（
2
）。

（
1（
）　 

明
治
二
四
年
七
月
二
四
日
勅
令
第
八
九
号
「
大
蔵
省
官
制
改
正
」

（『
官
報
』
号
外　

明
治
二
四
年
七
月
二
七
日
付
）、
大
正
二
年
六

月
一
三
日
勅
令
第
一
五
三
号
「
大
蔵
省
官
制
中
改
正
」（『
官
報
』

号
外　

大
正
二
年
六
月
一
三
日
付
）。

（
1（
）　 

前
掲
明
治
一
九
年
二
月
二
六
日
勅
令
第
二
号
「
各
省
官
制
」
中
大

蔵
省
。

（
19
）　 

前
掲
註
（
2
）。

（
20
）　 

前
掲
註
（
14
）
驛
氏
の
論
考
の
九
二
頁
の
表
「
戦
後
、
大
蔵
次
官

お
よ
び
大
蔵
事
務
次
官
一
覧
」
よ
り
算
出
。

（
21
）　 

田
尻
は
国
債
局
長
だ
が
、
国
債
局
は
理
財
局
の
前
身
部
局
で
あ
る

こ
と
か
ら
理
財
局
長
と
し
て
算
入
し
て
い
る
。

（
22
）　 

田
中
は
銀
行
検
査
官
や
会
社
部
長
・
理
財
局
長
な
ど
税
務
系
以
外

の
職
務
経
験
も
有
す
る
が
、
主
税
局
勤
務
や
主
税
局
企
画
課
長
、

国
税
課
長
な
ど
主
税
局
で
長
く
勤
務
し
た
経
験
を
有
す
る
。

（
23
）　 

松
隈
は
「
大
蔵
省
は
行
事
の
世
界
、
内
務
省
は
力
士
の
世
界
で
あ

る
」
と
し
、
内
務
省
は
政
治
任
用
や
実
力
で
出
世
で
き
る
が
「
大

蔵
省
で
は
だ
め
な
ん
で
す
。
ズ
ー
ッ
と
年
次
で
並
ん
で
お
っ
て
、

上
が
一
枚
ず
つ
抜
け
な
け
れ
ば 

な
か
な
か
下
か
ら
は
上
が
っ
て

行
か
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
『
松
隈
秀
雄
氏
談
話
速
記
録
』

第
二
回　

一
八
頁
）。
松
隈
の
前
任
の
主
税
局
長
で
あ
る
大
矢
半

次
郎
は
、
地
方
税
務
部
局
を
経
験
し
た
後
、
本
省
の
主
税
局
国
税

課
長
と
な
り
、
東
京
税
務
監
督
局
長
を
経
て
主
税
局
長
に
就
任
し

た
、
松
隈
同
様
「
主
税
局
官
僚
」
で
あ
る
。
松
隈
は
、
主
税
局
長
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へ
の
就
任
を
、
営
繕
管
財
局
理
事
総
務
部
長
や
銀
行
局
長
と
し
て

待
機
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
24
）　 
田
尻
は
、
書
記
局
・
議
案
局
・
調
査
局
・
国
債
局
、
加
藤
は
外
務

省
か
ら
の
異
動
で
参
事
官
か
ら
総
務
局
や
監
査
局
、
黒
田
は
専
売

局
・
参
事
官
・
理
財
局
と
部
局
を
跨
い
だ
異
動
、
或
い
は
省
務
全

般
に
関
わ
る
議
案
局
／
参
事
官
経
験
が
多
い
。

（
25
）　 

山
田
龍
雄
は
地
方
税
務
部
局
で
の
勤
務
を
経
て
、
銀
行
局
や
預
金

部
、
主
計
局
、
省
外
の
内
閣
調
査
局
な
ど
を
歴
任
し
た
、
特
定
の

職
務
経
験
に
偏
ら
な
い
大
蔵
官
僚
で
あ
る
。
山
田
の
主
税
局
長
就

任
は
、
馬
場
鍈
一
蔵
相
に
よ
る
「
馬
場
人
事
」
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
人
事
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

（
26
）　 

地
方
税
務
部
局
で
の
課
長
未
満
経
験
が
多
い
の
は
、「
当
時
税
務

署
長
を
七
、八
年
勤
め
な
け
れ
ば
、
本
省
へ
は
帰
っ
て
来
ら
れ
な

か
っ
た
」（
迫
水
久
常
「
官
界
二
十
年
の
回
顧
」『
聞
書
戦
時
財
政

金
融
史
』（
大
蔵
財
務
協
会　

一
九
七
七
年
）
四
〇
三
頁
）
と
い

う
よ
う
に
、
高
等
官
昇
叙
の
初
任
職
と
し
て
税
務
署
長
な
ど
地
方

税
務
部
局
の
高
等
官
ポ
ス
ト
に
任
官
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め

で
あ
る
。
迫
水
（
大
正
一
五
年
）
よ
り
入
省
年
次
の
古
い
青
木
得

三
（
明
治
四
二
年
）
も
「
当
時
の
大
学
出
は
、
初
め
て
高
等
官
に

な
る
と
き
に
地
方
の
税
務
監
督
局
の
経
理
部
長
と
な
る
と
い
う
慣

例
で
あ
り
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
青
木
得
三
「
歴
代
大
蔵
大

臣
の
思
ひ
出
」『
大
蔵
大
臣
回
顧
録
』（
大
蔵
財
務
協
会　

一
九
七
七
年
）
二
三
〇
頁
）。

（
2（
）　 

内
政
史
研
究
会
編
『
松
隈
秀
雄
氏
談
話
速
記
録
』
第
三
回
（
内
政

史
研
究
会　

一
九
七
一
年
）
九
一
頁
。
な
お
、
松
隈
の
い
う
「
藤

井
さ
ん
」
と
は
、
同
じ
「
主
税
局
官
僚
」
の
藤
井
真
信
の
こ
と
を

指
す
。

（
2（
）　 

菅
原
通
正
ほ
か
編
『
菅
原
通
敬
伝
』
中
（
菅
原
通
正　

一
九
九
五

年
）
五
八
頁
。

（
29
）　 

内
政
史
研
究
会
編
『
今
井
一
男
氏
談
話
速
記
録
』
第
二
回
（
内
政

史
研
究
会　

一
九
七
四
年
）
八
四
頁
。

（
30
）　 

明
治
二
九
年
一
〇
月
二
〇
日
勅
令
第
三
三
七
号
「
税
務
管
理
局
官

制
」（『
官
報
』第
三
九
九
五
号　

明
治
二
九
年
一
〇
月
二
一
日
付
）。

（
31
）　 

明
治
三
五
年
一
〇
月
三
一
日
勅
令
第
二
四
一
号
「
税
務
監
督
局
官

制
」（『
官
報
』
第
五
八
〇
〇
号　

明
治
三
五
年
一
一
月
一
日
付
）。

（
32
）　 

青
木
は「
昭
和
四
年
に
浜
口
内
閣
が
出
来
ま
し
た
と
き
に
、私
は
、

東
京
税
務
監
督
局
長
で
し
た
が
、
大
蔵
省
主
税
局
長
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
も
浜
口
さ
ん
の
も
ち
ろ
ん
お
引
き
立
て
で
あ
る
と
思
っ

て
お
り
ま
す
」
と
回
想
し
て
い
る
（
内
政
史
研
究
会
編
『
青
木
得

三
氏
談
話
速
記
録
』
第
一
回
（
内
政
史
研
究
会　

一
九
六
四
年
）

一
〇
頁
）。

（
33
）　 

東
京
税
務
監
督
局
長
が
勅
任
官
相
当
と
な
っ
た
の
は
大
正
二
年
六

月
十
三
日
勅
令
第
一
五
九
号
「
税
務
監
督
局
官
制
中
改
正
」
以
降

で
あ
る
。
そ
の
後
、
昭
和
四
年
四
月
二
〇
日
勅
令
第
九
一
号
「
税

務
監
督
局
官
制
中
改
正
」
に
よ
っ
て
、
全
て
の
税
務
監
督
局
長
が

勅
任
と
な
っ
た
。
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（
34
）　 

明
治
一
九
年
三
月
二
五
日
勅
令
第
七
号
「
税
関
官
制
」（『
官
報
』

第
八
一
七
号　

明
治
一
九
年
三
月
二
六
日
付
）。

（
35
）　 
こ
こ
で
は
「
理
財
局
」
と
し
て
集
計
し
て
い
る
が
、
松
本
の
課
長

以
上
経
験
五
の
う
ち
、
三
は
の
ち
に
理
財
局
に
吸
収
さ
れ
る
臨
時

国
債
整
理
局
・
国
債
局
で
の
課
長
職
で
あ
る
。

（
36
）　 

有
島
武
、
水
上
浩
躬
、
西
野
元
、
中
島
鉄
平
の
四
人
。
こ
の
う
ち

中
島
に
つ
い
て
は
単
に
「
主
税
局
勤
務
ヲ
命
ス
」
と
な
っ
て
い
る

が
（「
叙
位
及
辞
令
」『
官
報
』
第
二
三
三
〇
号　

大
正
九
年
五
月

一
一
日
付
）、
命
を
受
け
て
「
横
浜
、
神
戸
、
大
阪
各
税
関
管
内

ニ
出
張
」
し
た
り
（「
彙
報
」『
官
報
』
第
二
三
四
五
号　

大
正
九

年
五
月
二
八
日
付
）、「
大
蔵
書
記
官
神
鞭
常
孝
海
外
出
張
中
主
税

局
関
税
課
長
代
理
ヲ
命
ス
」
と
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
（「
叙
位

及
辞
令
」『
官
報
』
第
二
七
六
一
号　

大
正
一
〇
年
一
〇
月
一
三

日
付
）、
関
税
系
職
務
に
従
事
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

関
税
課
勤
務
と
し
て
算
入
し
た
。

（
3（
）　 

前
掲
註
（
29
）　

八
五
頁
。

（
3（
）　 

松
隈
秀
雄
口
述
「
税
法
改
正
の
経
緯
」『
戦
時
税
制
回
顧
録
』（
大

蔵
省
大
臣
官
房
調
査
企
画
課　

一
九
七
八
年
）（
復
刻
版
：
財
団

法
人
租
税
資
料
館　

二
〇
〇
六
年
）
九
三
～
九
六
頁
。

（
39
）　 「
日
記
」
明
治
三
七
年
八
月
二
九
日
付
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政

資
料
室
所
蔵
「
阪
谷
芳
郎
関
係
文
書
」
資
料
番
号
六
七
〇
）。

（
40
）　 「
明
治
三
十
七
年
主
税
局
組
織
変
更
ノ
件
」（
前
掲
「
阪
谷
文
書
」

資
料
番
号
四
九
九
「
大
蔵
省
専
売
局
関
係
書
類
」（
12
））。
本
史

料
に
は
欄
外
に
「
荒
井
」「
水
町
」
と
い
う
記
名
が
あ
り
、「
御
参

考
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
荒
井
と
水
町
が
作
成
し
、
阪

谷
に
提
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
41
）　 「
叙
任
及
辞
令
」『
官
報
』
第
五
六
二
〇
号　

明
治
三
五
年
四
月
二

日
付
。

（
42
）　 「
叙
任
及
辞
令
」『
官
報
』
第
五
七
九
六
号　

明
治
三
五
年
一
〇
月

二
八
日
付
。

（
43
）　 

当
時
永
浜
・
勝
田
と
同
じ
高
等
官
四
等
三
級
俸
の
大
蔵
官
僚
は
他

に
九
名
い
た
が
、
関
税
系
の
経
験
を
有
す
る
の
は
塚
田
達
二
郎
・

菅
原
通
敬
・
飯
塚
忠
成
の
三
名
の
み
で
あ
る
（
う
ち
専
任
税
関
長

経
験
は
飯
塚
の
み
）。し
か
し
、い
ず
れ
も
地
方
赴
任
中
で
あ
っ
た
。

（
44
）　 「
日
記
」
明
治
三
七
年
九
月
七
日
付
（
前
掲
「
阪
谷
文
書
」
資
料

番
号
六
七
〇
）。

（
45
）　 「
叙
任
及
辞
令
」『
官
報
』
第
六
三
九
二
号　

明
治
三
七
年
一
〇
月

一
九
日
付
及
び
「
叙
任
及
辞
令
」『
官
報
』
第
六
四
〇
九
号　

明

治
三
七
年
一
一
月
九
日
付
。
な
お
一
一
月
九
日
に
は
同
期
で
先
に

主
計
局
長
と
な
っ
て
い
た
荒
井
賢
太
郎
も
高
等
官
二
等
に
昇
叙
し

て
い
る
。

（
46
）　 「
叙
任
及
辞
令
」『
官
報
』
第
六
四
六
七
号　

明
治
三
八
年
一
月

二
三
日
付
。

（
4（
）　 「
叙
任
及
辞
令
」『
官
報
』
第
六
四
七
〇
号　

明
治
三
八
年
一
月

二
六
日
付
。

（
4（
）　 

今
村
千
文
氏
に
よ
る
と
、
目
賀
田
の
横
浜
税
関
長
就
任
に
は
、
地
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価
修
正
に
よ
る
地
価
引
下
げ
に
反
発
す
る
目
賀
田
を
主
税
局
「
中

央
か
ら
遠
ざ
け
る
狙
い
が
あ
っ
た
」
と
い
う
（
今
村
千
文
「
初
期

議
会
期
の
地
価
修
正
―
目
賀
田
種
太
郎
を
中
心
に
―
」『
近
代
日

本
の
形
成
と
租
税
』（
有
志
舎　

二
〇
〇
八
年
）
一
六
一
頁
）。
目

賀
田
が
内
国
税
・
関
税
の
職
務
経
験
を
積
む
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、

左
遷
と
い
う
変
則
人
事
が
原
因
で
あ
り
両
職
務
経
験
を
積
ま
せ
る

と
い
う
人
事
的
意
図
に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
49
）　 

前
掲
註
（
14
）
驛
氏
の
論
考
。
七
七
頁
。

（
50
）　 

例
え
ば
青
木
得
三
は
「
普
通
の
大
蔵
官
僚
は
政
党
色
な
ど
は
あ
ま

り
な
い
」「
つ
ま
り
大
蔵
官
僚
と
い
う
も
の
は
政
治
性
が
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
註
（
32
）　

三
頁
）。

（
51
）　 

河
野
は
松
沢
哲
夫
氏
の
大
蔵
省
主
計
局
が
「
や
っ
て
い
る
こ
と
、

言
っ
て
い
る
こ
と
は
政
治
的
で
あ
る
と
」
と
の
質
問
に
「
そ
れ
は

そ
う
で
す
よ
」
と
答
え
、「
単
な
る
行
政
で
は
な
か
っ
た
」
と
述

べ
て
い
る
（
内
政
史
研
究
会
編
『
河
野
一
之
氏
談
話
速
記
録
』
第

三
回
（
内
政
史
研
究
会　

一
九
七
一
年
）
一
二
八
頁
。


